
中
世
後
期
ク
レ
タ
に
お
け
る
教
会
と
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

68　（246）

高

田

良

太

門
要
約
】
　
～
二
〇
四
年
に
生
起
し
た
第
四
圃
十
字
軍
の
結
果
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
領
か
ら
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
共
和
国
領
に
編
入
さ
れ
た
ク
レ
タ
島
の
社
会
構
造

に
つ
い
て
、
従
来
説
に
対
し
て
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
の
は
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
を
積
極
的
に
支
持
す
る
F
・
テ
ィ
リ
エ
の
教

会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
エ
は
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
り
ッ
ク
教
会
の
二
つ
の
教
会
の
そ
れ
ぞ
れ
が
自
治
権
を
持
つ

と
す
る
二
教
会
制
を
論
拠
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
の
俗
人
信
徒
集
団
で
あ
る
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
身
分
階
層
化
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
支
配

者
で
あ
る
「
ラ
テ
ン
人
」
と
被
支
配
者
で
あ
る
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
と
い
う
複
数
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
た
。
近
年
、

こ
の
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
は
法
制
史
と
社
会
史
の
二
つ
の
立
場
か
ら
の
批
判
を
受
け
て
い
る
。
本
稿
で
は
三
つ
の
点
に
着
目
し
て
教
会
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
を
再
考
し
た
い
。
ま
ず
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
分
立
的
な
枠
組
み
を
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
た
教
会

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
、
歴
史
的
な
過
程
を
経
て
二
教
会
制
が
成
立
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
次
に
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
司

祭
の
遺
書
書
に
着
目
し
、
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
の
司
祭
職
や
教
会
管
理
権
の
継
承
に
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
関
わ
っ
て
い
た
の
か
否
か
を
検
討
し
、

二
教
会
制
の
分
立
的
な
枠
組
み
が
実
際
に
機
能
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
を
検
証
す
る
。
最
後
に
、
俗
人
の
遺
言
書
の
寄
進
先
を
分
析
し
て
、
教
会
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
と
都
市
社
会
の
身
分
秩
序
と
の
間
の
相
関
性
を
考
察
す
る
。
以
上
の
作
業
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
一
三
樵
紀
か
ら
一
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て

の
、
教
皇
庁
と
コ
ム
ー
ネ
の
畏
い
論
争
を
経
て
成
立
し
た
二
教
会
制
の
枠
組
み
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
い
た
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
、
必
ず
し
も
身

分
階
層
化
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
し
た
が
っ
て
テ
ィ
リ
エ
が
予
想
し
た
「
強
く
」
社
会
を
規
定
す
る
よ
う
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
形
成

さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
八
九
巻
一
一
号
　
一
一
〇
〇
六
年
三
月
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は
　
じ
　
め
　
に

　
一
二
〇
四
年
、
第
四
回
十
字
軍
運
動
に
参
加
し
た
モ
ン
フ
ェ
ラ
ト
公
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
か
ら
ク
レ
タ
島
の
所
有
権
を
買
い
取
っ
た
ヴ
ェ
ネ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

ツ
ィ
ア
共
和
国
は
、
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
共
和
国
と
の
間
の
領
有
権
紛
争
を
制
し
、
一
二
一
二
年
夏
で
に
島
の
実
効
的
な
支
配
を
確
立
し
た
。
以
降
、

制
度
的
に
も
人
的
に
も
大
規
模
な
形
で
島
の
植
民
地
化
を
進
め
た
。
そ
の
骨
子
は
、
国
家
元
首
で
あ
る
ド
ー
ジ
ェ
と
、
元
老
院
、
大
議
会
と
の

協
議
に
も
と
つ
く
政
治
が
行
わ
れ
て
い
た
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
国
の
政
体
を
模
し
て
、
島
内
の
行
政
の
枠
組
み
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
に
ま
と

め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
数
年
の
任
期
で
本
国
か
ら
派
遣
さ
れ
る
ク
レ
タ
総
督
U
β
。
蜀
9
Φ
8
と
三
名
の
統
治
官
円
Φ
。
下
心
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の

任
地
に
お
い
て
数
名
の
補
佐
官
O
O
霧
臼
帥
ぼ
器
と
と
も
に
小
規
模
な
行
政
府
男
Φ
σ
Q
一
白
窪
を
形
成
し
た
。
ま
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
は
自
国
の
貴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

族
・
市
民
の
島
内
へ
の
入
植
政
策
を
推
進
し
、
計
四
回
に
及
ぶ
公
的
入
植
を
実
施
し
た
。
こ
の
結
果
、
本
国
か
ら
ク
レ
タ
へ
の
～
千
人
か
ら
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

千
五
百
人
規
模
に
の
ぼ
る
人
口
移
動
が
発
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
移
住
者
た
ち
を
中
心
と
し
て
、
島
内
を
代
表
す
る
機
関
と

し
て
の
元
老
院
0
8
窪
貯
臼
δ
σ
q
魯
。
讐
日
、
大
議
会
○
。
鼠
講
σ
追
銭
巴
島
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
行
政
府
と
現
地
議
会
と
の
協
議
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

よ
っ
て
政
治
的
決
定
を
行
う
統
治
制
度
に
も
と
づ
い
て
、
本
国
の
政
治
体
と
は
一
線
を
画
す
る
ク
レ
タ
の
コ
ム
ー
ネ
が
、
＝
二
・
一
四
世
紀
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

通
じ
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
～
方
で
、
島
内
に
は
ビ
ザ
ン
ツ
統
治
時
代
か
ら
、
ギ
リ
シ
ア
語
や
ビ
ザ
ン
ツ
の
制
度
・
慣
習
に
も
と
づ
い
て
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

活
し
て
い
た
人
々
が
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
領
時
代
か
ら
島
内
で
大
き
な
力
を
持
っ
て
い
た
ア
ル
コ
ン
に
率
い
ら
れ
、
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

続
的
に
対
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
反
乱
を
引
き
起
こ
し
た
。
特
に
、
二
一
八
三
年
に
反
乱
を
起
こ
し
た
ア
ル
コ
ン
、
ア
レ
ク
シ
オ
ス
・
カ
レ
ル
ギ
ス
は

一
六
年
に
わ
た
っ
て
反
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た
が
、
ク
レ
タ
総
督
は
秩
序
の
園
復
に
努
め
、
一
二
九
九
年
に
ア
レ
ク
シ
オ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

と
の
間
に
和
平
を
結
ぶ
に
至
っ
た
。
以
降
、
政
治
的
に
も
安
定
期
に
入
っ
た
ク
レ
タ
に
お
け
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
支
配
の
枠
組
み
は
、
東
地
中
海

世
界
に
お
い
て
十
字
軍
運
動
の
結
果
形
成
さ
れ
た
西
欧
人
支
配
地
域
の
ほ
と
ん
ど
が
オ
ス
マ
ン
帝
国
に
併
合
さ
れ
る
中
で
、
例
外
的
に
一
六
六

九
年
ま
で
存
続
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
四
世
紀
以
降
、
政
治
的
に
も
制
度
的
に
も
安
定
し
た
地
域
秩
序
が
形
成
さ
れ
た
こ
と
が
ヴ
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．

エ
ネ
ツ
ィ
ア
領
ク
レ
タ
の
特
徴
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
で
は
、
島
内
の
社
会
構
造
に
目
を
向
け
た
と
き
、
そ
こ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
地
域
秩
序
が
存
在
し
て
い
た
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
点
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
つ
い
て
の
考
察
を
欠
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
支
配
が
開

始
さ
れ
た
＝
二
世
紀
前
半
に
は
、
二
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
確
実
に
存
在
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
ギ
リ
シ

ア
語
と
ビ
ザ
ン
ツ
の
制
度
・
慣
習
に
よ
っ
て
生
活
を
営
ん
で
い
た
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
ク
レ

タ
へ
移
住
し
た
貴
族
・
都
市
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
一
四
世
紀
以
降
の
ク
レ
タ
の
社
会
に
お
け
る
、
二
つ
の
エ
ス
ニ
ッ

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
位
相
を
考
察
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
統
治
の
開
始
か
ら
約
一
世
紀
を
経
た
島
内
で
、
制
度
的
に
両
者
は

ど
の
よ
う
な
枠
組
み
の
も
と
に
包
摂
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
と
、
社
会
的
実
態
と
し
て
両
者
の
問
に
通
風
、
朋
友
関
係
な
ど
に
も
と

つ
く
宥
和
的
関
係
が
形
成
さ
れ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
両
者
が
没
交
渉
の
ま
ま
で
あ
っ
た
り
反
目
し
た
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題

と
を
考
察
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
足
が
か
り
と
す
る
べ
き
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
統
治
の
開
始
以
前
に
島
内
で
教
区
を
形
成

し
て
い
た
ギ
リ
シ
ア
正
教
会
（
以
下
、
正
教
会
と
略
）
と
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
統
治
開
始
後
に
ク
レ
タ
に
進
出
し
た
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

（
以
下
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
略
）
が
と
も
に
自
治
権
を
享
受
し
た
と
す
る
、
二
教
会
制
に
関
わ
る
議
論
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
ク

レ
タ
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
二
教
会
制
は
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
密
接
な
関
連
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
出

発
点
は
F
・
テ
イ
リ
エ
が
提
起
し
た
社
会
モ
デ
ル
に
さ
か
の
ぼ
る
。
一
九
五
九
年
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
海
外
領
土
の
統
治
構
造
に
関
す
る
モ
ノ

グ
ラ
フ
を
著
し
た
テ
ィ
リ
エ
は
、
主
に
ク
レ
タ
を
考
察
の
対
象
と
し
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
分
層
化
し
た
社
会
構
造
を
提
起
し

た
。
す
な
わ
ち
、
貴
族
・
都
市
民
・
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
を
支
配
的
な
「
ラ
テ
ン
人
」
、
ア
ル
コ
ン
・
農
民
・
正
教
会
の
教
会
人
か
ら
な
る

「
ギ
リ
シ
ア
人
」
と
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
を
被
支
配
者
層
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
、
排
他
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
構
成
す
る
集
団
と
し
て
規
定
し
た

　
　
　
⑩

の
で
あ
る
。
こ
の
中
で
、
「
ユ
ダ
ヤ
人
」
は
ゲ
ッ
ト
ー
に
集
住
し
て
自
治
を
認
め
ら
れ
た
俗
人
集
団
で
あ
り
、
実
際
に
排
他
的
な
エ
ス
ニ
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
「
ラ
テ
ン
人
」
と
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
と
い
う
二
つ
の
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ

70　（248）
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ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
、
テ
ィ
リ
エ
は
二
教
会
制
に
求
め
た
。
こ
の
モ
デ
ル
は
五
〇
年
代
か
ら
八
○
年
代
に
か
け
て
の
中
世
ク

レ
タ
史
に
関
わ
る
議
論
の
中
で
、
正
教
会
が
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
を
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
「
ラ
テ
ン
人
」
を
掌
握
し
て
い
た
と
す
る
考
え
方
の
前
提

　
　
　
　
　
⑫

と
な
っ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
、
そ
れ
ぞ
れ
の
俗
人
信
徒
団
体
を
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
定
義
し
、
二
教
会
制
が
エ
ス

ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
「
強
く
」
規
定
す
る
源
泉
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
見
方
を
、
二
教
会
制
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
が
身
分
階
層
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
「
ラ
テ
ン
人
」
と
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
と
い
う
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
基
盤
を
求
め
る
テ
ィ
リ

エ
の
社
会
モ
デ
ル
に
な
ら
っ
て
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
と
定
義
し
よ
う
。

　
た
だ
し
、
テ
ィ
リ
エ
の
提
起
は
理
念
的
な
も
の
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
実
証
面
で
の
課
題
を
抱
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
教
会
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
に
は
以
下
の
二
つ
の
点
で
疑
問
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
教
会
制
の
制
度
的
沿
革
は
、
テ
ィ
リ
エ
が
モ
デ
ル
を

構
想
し
た
～
九
五
〇
年
代
に
は
十
分
に
実
証
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め
、
教
会
組
織
が
分
立
す
る
と
前
提
し
て
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ

ニ
テ
ィ
を
規
定
す
る
こ
と
の
妥
当
性
は
、
テ
ィ
リ
エ
の
モ
デ
ル
に
お
い
て
は
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
次
に
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
逸
脱
す

る
人
々
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
の
成
否
に
大
き
く
関
わ
る
が
、
こ
の
点
を
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

イ
リ
エ
は
ほ
と
ん
ど
検
討
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
の
抱
え
る
問
題
に
取
り
組
ん
だ
研
究
者
と
し
て
、
C

h
・
マ
ル
テ
ズ
と
S
・
マ
ッ
キ
ー
の
二
人
の
研
究
者
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
マ
ル
テ
ズ
は
、
法
制
史
の
立
場
か
ら
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
疑
問
を
提
起
し
、
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
テ
ィ
リ
エ
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
た
○
お
。
器
と
い
う
語
彙
の
用
法
を
再
考
し

た
。
そ
の
結
果
、
一
三
二
〇
年
の
教
会
論
争
に
お
い
て
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
語
彙
は
法
制
度
盛
の
「
ビ
ザ
ン
ツ
的
な
慣
習
」
を

あ
ら
わ
す
も
の
と
し
て
定
着
し
て
い
た
と
す
る
一
方
で
、
社
会
的
実
態
と
し
て
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

規
定
す
る
概
念
で
は
な
か
っ
た
と
見
る
。
次
に
、
一
四
世
紀
の
遺
言
書
史
料
を
網
羅
的
に
分
析
し
た
マ
ッ
キ
ー
は
遺
言
者
の
家
門
名
に
も
と
づ

い
て
分
析
概
念
と
し
て
の
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
、
「
ラ
テ
ン
人
」
を
析
出
し
、
そ
の
よ
う
な
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
身
分
階
層
・
教
会
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ミ
ユ
ニ
テ
ィ
・
言
語
集
団
な
ど
、
実
際
に
存
在
す
る
俗
人
の
集
団
と
は
一
致
し
て
い
な
い
と
し
て
、
テ
ィ
リ
エ
を
批
判
し
た
。
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た
だ
し
、
法
制
史
か
ら
の
批
判
に
重
心
を
お
い
た
マ
ル
テ
ズ
の
考
察
は
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
身
分
秩
序
の
関
連
性
の
実
証
に
は
至
ら
ず

に
、
両
者
の
不
一
致
を
示
唆
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
か
ら
逸
脱
す
る
人
々
の
存
在
を
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
の
か
、

と
い
う
課
題
を
残
し
て
い
る
。
一
方
で
、
マ
ッ
キ
ー
の
主
張
は
ギ
リ
シ
ア
系
貴
族
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
貴
族
の
融
合
的
性
格
を
主
張
す
る
た
め

の
指
標
と
し
て
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
考
察
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
マ
ル
テ
ズ
を
補
完
す
る
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
が
、
非
貴
族
層
を
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

め
て
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
た
め
に
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
身
分
階
層
化
さ
れ
て
い
た
の
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
未
検
討
で
あ

る
。
ま
た
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
を
、
そ
れ
ぞ
れ
自
治
を
享
受
し
た
組
織
と
前
提
し
て
研
究
を
進
め
て
い
る
点
に
お
い
て
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
・
モ
デ
ル
の
枠
組
み
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
ル
テ
ズ
、
マ
ッ
キ
ー
の
両
者
の
考
察
は
な
お
個
別
的
で
あ
り
、

教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
の
全
体
像
を
書
き
換
え
る
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
は
、
主
に
理
念
的
側
面
か
ら
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ

ル
を
批
判
し
て
い
る
マ
ル
テ
ズ
の
主
張
を
、
都
市
史
の
文
脈
に
お
い
て
よ
り
実
証
的
に
理
解
す
る
た
め
に
、
以
下
の
三
点
を
考
察
し
て
い
き
た

い
。

　
ま
ず
、
マ
ル
テ
ズ
が
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
を
制
度
面
か
ら
批
判
す
る
根
拠
と
し
た
、
｝
三
二
〇
年
の
教
会
論
争
が
二
教
会
制
研
究

に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
つ
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
～
章
に
お
い
て
、
テ
イ
リ
エ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
以
降
の

教
会
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
＝
二
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
情
焔
に
か
け
て
の
コ
ム
ー
ネ
と
教
会
の
関
係
に
焦
点
を
あ
て
、
ク
レ
タ

に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
双
方
が
自
治
を
享
受
し
た
状
況
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
過
程
を
経
て
成
立
し
た
の
か
を
確
認
す
る
。
次
に
、

第
二
章
と
第
三
章
で
は
、
都
市
カ
ン
デ
ィ
ア
の
遺
言
書
史
料
に
も
と
づ
い
て
教
会
組
織
と
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
社
会
的
実
態
を
検
討
す
る
。

す
な
わ
ち
、
第
二
章
で
は
、
制
度
的
に
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
分
立
を
規
定
す
る
枠
組
み
が
、
実
際
の
教
会
の
活
動
に
及
ん
で
い
た
の
か
ど

う
か
を
考
察
し
、
次
い
で
第
三
章
で
は
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
社
会
的
に
身
分
階
層
化
さ
れ
て
い
た
、
と
す
る
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
そ
・
モ
デ

ル
を
社
会
的
実
態
に
照
ら
し
て
検
証
す
る
。
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
中
世
後
期
の
ク
レ
タ
島
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
エ
が
予
想
し
た
か
た
ち
で

エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
目
的
と
な
る
。
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中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

①
大
黒
俊
二
「
ヴ
ェ
ネ
．
ッ
ィ
ア
と
ロ
マ
ニ
ア
ー
植
民
地
帝
国
の
興
亡
1
」
歴

　
史
学
研
究
会
編
『
地
中
海
世
界
史
第
二
巻
多
元
的
世
界
の
展
開
』
青
木
書
店
、

　
二
〇
〇
三
年
、
一
四
〇
1
四
七
頁
。

②
国
撃
賦
Φ
戸
貯
沁
§
§
貯
§
N
ミ
§
謹
§
ξ
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鷺
ド
鴨
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§
§
馬
ミ

　
N
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§
N
篭
§
§
8
ご
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ミ
忌
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N
ミ
§
楚
偽
・
璃
寒
三
舞
N
馬
葺
℃
碧
δ
篇
¢
q
ρ
b
δ
鮮
⑦
自
こ

　
お
温
も
℃
・
罵
①
－
ω
一
（
以
下
日
ぴ
ぼ
魯
卜
正
肉
§
§
譜
姐
ぎ
ミ
ミ
§
恥
と
略
す
）
．
ま
た
、

　
公
的
入
植
に
関
し
て
は
、
四
通
の
入
植
認
可
状
が
残
存
し
て
い
る
。
＄
藩
§
§
N

　
N
ミ
，
郎
貯
、
§
ミ
嵩
辱
嗣
ミ
ミ
象
籍
蔓
逡
》
臨
急
鷺
譜
、
，
肉
質
黛
ミ
隷
§
N
碁
§
糠

．
b
ご
題
§
譜
、
ミ
b
d
舞
帖
罫
ミ
茜
腎
ミ
」
聖
N
§
N
袋
辺
土
ミ
鴨
卜
鴨
§
ミ
嚇
甲
○
’
r
↓
野
漆
雪
匹
O
．
竃
．

　
日
ず
。
ヨ
霧
（
Φ
詠
．
ア
＜
8
p
自
麟
払
Q
O
ま
ム
メ
＜
o
例
b
。
甲
鋤
9
b
Q
N
P
μ
ρ
い
Q
①
ρ
口
9
b
o
り
P
p
9

　
ω
b
。
b
。
（
以
下
、
S
沖
§
§
と
略
す
）
■

③
想
定
さ
れ
る
移
動
人
口
の
規
模
は
、
研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
M
・
ア
ブ

　
ラ
ー
テ
は
千
人
と
想
定
し
た
。
ζ
．
〉
げ
轟
β
．
．
ρ
簿
甲
o
o
一
〇
巳
帥
く
窪
魯
置
p
騨
昌
画

　
G
。
①
o
o
類
×
H
H
り
×
＜
．
．
》
肉
§
S
ミ
甘
翁
8
㌶
貸
衆
一
Φ
α
↓
Y
b
。
縁
る
刈
．
そ
の
後
、
テ
ィ
リ
エ

　
は
、
入
植
認
可
状
か
ら
三
千
五
百
人
と
試
算
し
た
。
　
日
出
膏
r
卜
笥
肉
§
§
勘

　
q
§
ミ
§
戸
毎
』
①
①
よ
。
。
．
た
だ
し
、
入
植
認
可
状
に
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
人
物

　
が
す
べ
て
ク
レ
タ
に
入
植
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
D
・
ジ
ャ
コ
ビ
ー
は
こ
の
点

　
を
考
慮
し
て
二
干
五
百
人
と
推
定
し
て
い
る
。
U
．
智
げ
。
ぴ
メ
、
．
ω
o
o
芭
暫
く
9
亭

　
笥
。
づ
冒
い
卑
ぎ
O
お
Φ
o
⑦
、
．
払
⇒
　
郎
勢
ミ
墜
庶
暮
鴨
9
」
§
職
譜
防
一
囚
■
竃
’
ω
㊦
詳
。
山
（
Φ
傷
．
ソ

　
く
。
ド
ρ
筈
巴
陣
ω
o
P
お
。
。
ρ
℃
．
一
リ
メ

④
ク
レ
タ
に
お
け
る
コ
ム
ー
ネ
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
国
の
利
害
を
反
映
す
る
存

　
在
で
あ
る
の
か
、
よ
り
自
治
的
な
要
素
を
強
く
持
つ
の
か
ど
う
か
は
、
時
代
や
局

　
面
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
コ
ム
ー
ネ
の
性
格
を
め
ぐ
る
議
論
と
、

　
本
稿
と
の
間
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
、
別
稿
に
て
検
討
し
た
い
。

⑤
ク
レ
タ
総
督
は
ク
レ
タ
の
首
府
カ
ン
デ
ィ
ア
に
派
遣
さ
れ
、
三
人
の
統
治
官
は

　
シ
テ
ィ
ア
、
レ
シ
ム
ノ
ン
、
カ
ネ
ア
の
三
都
市
に
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
さ
れ
た
。

　
日
豊
嵩
簿
曽
卜
織
肉
。
ミ
§
貯
熔
§
咄
蔑
§
謡
魯
唱
℃
」
謬
凸
置
．

⑥
ビ
ザ
ン
ツ
統
治
期
の
ク
レ
タ
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
D
・
ツ
ガ
ラ
キ
ス
が
網
羅

　
的
に
史
料
を
分
析
し
て
、
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
記
し
て
い
る
。
∪
．
↓
ω
8
σ
Q
碧
鋳
グ

　
身
ミ
ミ
ミ
O
ミ
蜀
箏
，
o
ミ
暮
馬
q
き
O
§
ミ
遷
8
暮
馬
ぎ
ミ
馬
§
日
O
§
心
ミ
算
〉
夢
Φ
島
り

　
一
り
○
◎
O
Q
．

⑦
＝
世
紀
か
ら
一
二
世
紀
に
か
け
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
多
寡
を
拠
点
と
す
る
、

　
ア
ル
コ
ン
、
な
い
し
ア
ル
コ
ン
ト
プ
ロ
ス
と
称
さ
れ
る
在
地
貴
族
・
地
方
名
望
家

　
暦
が
成
長
し
、
帝
国
の
地
方
行
政
の
実
務
を
担
う
存
在
と
な
っ
た
。
根
津
由
喜
夫

　
「
ビ
ザ
ン
ツ
属
州
行
政
と
名
望
家
層
ー
コ
ム
ネ
ノ
ス
周
期
の
テ
ッ
サ
ロ
ニ
ケ
地

　
域
を
軸
に
一
」
『
金
沢
大
学
文
学
部
論
集
史
学
・
考
古
学
・
地
理
学
篇
㎞
第

　
二
一
号
、
二
〇
〇
一
年
、
一
－
三
四
頁
。
ま
た
、
ク
レ
タ
に
お
い
て
も
ア
ル
コ
ン

　
の
成
長
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ツ
ガ
ラ
キ
ス
が
紹
介
し
て

　
い
る
事
例
を
参
照
の
こ
と
。
日
ω
。
仁
σ
q
碧
聾
グ
愚
・
轟
轟
薯
．
。
。
。
。
－
。
。
①
．

⑧
；
笹
紀
の
ク
レ
タ
島
内
部
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
S
・
ボ
ル
サ
ー
リ
が
政
治
、

　
経
済
、
宗
教
の
一
二
部
か
ら
な
る
詳
細
な
モ
ノ
グ
ラ
フ
を
記
し
て
い
る
。
ア
ル
コ
ン

　
の
反
乱
を
中
心
と
し
た
一
三
世
紀
の
政
治
史
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

　
ψ
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。
目
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b
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山
O
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五
世
紀
の
年
代
記
作
家
デ
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モ
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作

　
品
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
自
治
コ
ミ
ュ
ニ
テ
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言
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箇
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あ
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。
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8
㍉
揺
G
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“
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一
c
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9

⑫
正
教
会
に
つ
い
て
は
、
ト
マ
ダ
キ
ス
に
よ
る
指
摘
が
あ
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
つ

　
い
て
は
フ
ェ
ダ
ル
ト
の
指
摘
が
あ
る
。
二
人
は
、
長
く
ク
レ
タ
の
教
会
史
研
究
を

　
主
導
し
た
研
究
者
で
あ
り
、
正
教
会
研
究
、
カ
ト
リ
ッ
ク
研
究
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立

　
場
を
代
表
し
て
い
る
。
鴇
．
ω
．
↓
o
ヨ
巴
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．
冨
℃
o
昂
8
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δ
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9
山
一
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＜
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さ
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い
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．
じ
β
｛
o
§
四
臥
。
口
話
．
¢
器
o
o
拐
9
窪
8
鎚
臥
。
⇒
臨
Φ

　
冨
ま
巴
彊
⑦
Φ
昌
菊
。
ヨ
鉱
。
Φ
一
帥
鼠
器
（
×
H
頃
⑦
・
×
く
國
①
。
。
δ
o
δ
ω
）
．
．
甲
沁
ミ
ミ
譜
急
ミ
魯
防

　
翼
脳
§
§
忌
噂
§
謹
い
一
G
。
（
H
り
謡
）
篇
。
。
日
ゐ
①
．

⑮
　
マ
ル
テ
ズ
自
身
は
、
直
接
的
に
テ
ィ
リ
エ
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

　
エ
ス
ニ
ッ
ク
な
意
味
を
含
ま
な
い
住
民
写
冨
ぼ
＄
導
と
い
う
語
彙
を
も
ち
い
て

　
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
成
員
を
定
義
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
エ
以
来
、

　
研
究
者
の
間
で
定
着
し
て
い
た
説
明
の
枠
組
み
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
立
場
を
と

　
る
。
O
F
》
．
鼠
巴
富
N
O
戸
．
．
し
ご
嘱
茜
雲
冒
Φ
．
O
O
暴
器
9
儒
空
疑
”
ぎ
く
Φ
ロ
①
置
き
O
H
雲
Φ
．
．
“

　
b
§
尋
ミ
縣
§
　
Q
臨
砺
ミ
ミ
砧
蔭
り
　
（
H
8
㎝
y
　
唱
．
ミ
ω
｛
（
以
下
、
ζ
聾
Φ
N
o
F

　
、
、
b
U
団
鑓
義
甲
．
。
8
讐
ω
貯
蝕
器
ω
．
ぎ
く
自
9
鴛
9
Φ
8
．
．
と
略
）
．

⑯
ω
．
竃
。
浴
ρ
S
§
ミ
§
b
§
賊
お
§
、
§
ミ
職
§
9
薯
§
ミ
ぎ
さ
き
駄
勲
ぎ
智

　
、
ミ
砿
童
℃
鉱
一
巴
①
ぢ
匿
簿
b
O
O
P

⑰
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
問
題
に
関
わ
る
箇
所
以
外
で
あ
れ
ば
、
マ
ッ
キ
ー
は
非

　
貴
族
層
に
も
関
心
を
示
し
て
分
析
し
て
い
る
。
奪
ミ
Ψ
署
．
。
。
①
－
O
ρ
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第
一
章
　
ク
レ
タ
教
会
の
制
度
的
展
開
（
＝
二
世
紀
…
一
四
世
紀
前
帯
）

　
本
章
に
お
け
る
課
題
は
、
二
教
会
制
成
立
の
政
治
的
過
程
を
確
認
す
る
こ
と
に
あ
る
。
テ
ィ
リ
エ
は
、
一
四
世
紀
後
半
に
な
っ
て
カ
ト
リ
ッ

ク
の
権
威
を
弱
め
よ
う
と
す
る
コ
ム
ー
ネ
の
宗
教
政
策
に
よ
っ
て
正
教
会
が
自
治
権
を
獲
得
し
た
こ
と
を
も
っ
て
、
二
教
会
制
の
形
成
と
考
え

①た
。
そ
の
た
め
、
～
四
世
紀
の
ク
レ
タ
に
お
い
て
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
自
治
権
を
享
受
す
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
テ

ィ
リ
エ
の
説
明
に
お
い
て
は
明
確
で
は
な
い
。
ま
た
、
テ
ィ
リ
エ
以
降
の
教
会
制
度
研
究
で
は
、
司
教
職
や
司
祭
職
な
ど
の
、
教
会
ヒ
エ
ラ
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

キ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化
を
焦
点
と
し
た
研
究
と
、
正
教
会
に
よ
る
自
治
権
の
享
受
に
焦
点
を
お
く
研
究
が
別
個
に
進
め
ら
れ
て
き
た
た
め
に
、

二
教
会
制
の
成
立
に
関
わ
る
綜
合
的
理
解
が
妨
げ
ら
れ
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
な
研
究
不
在
の
状
況
の
中
で
、
以
下
の
マ
ル
テ
ズ
の
主
張
は
大

き
な
意
義
を
持
っ
た
。
そ
れ
は
、
＝
二
二
〇
年
の
教
会
論
争
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
が
占
有
さ
れ
た
状
況
下
に
お
い

て
、
～
四
世
紀
前
半
に
正
教
会
が
自
治
権
を
獲
得
す
る
契
機
と
な
っ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
そ
の
主
張
の
根
拠
を
さ
ぐ
る
た
め

に
コ
ム
ー
ネ
の
教
会
政
策
を
検
討
し
、
；
一
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化
の
時
代
か
ら
、
＝
二
世
紀
末



か
ら
一
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
教
会
問
題
へ
の
コ
ム
ー
ネ
の
介
入
期
ま
で
の
展
開
を
素
描
す
る
。

中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

（一

j
　
教
会
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化

　
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
領
へ
の
編
入
に
と
も
な
っ
て
、
ビ
ザ
ン
ツ
統
治
時
代
に
は
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
総
主
教
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
ク
レ
タ

は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
大
司
教
座
を
申
心
と
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
大
司
教
区
へ
と
転
換
さ
れ
た
。
教
皇
庁
は
一
二
一
〇
年
か
ら
一
二
一
一
年
に
か

け
て
島
内
の
カ
ン
タ
ノ
ス
、
ア
リ
オ
、
ミ
ュ
ロ
ポ
タ
モ
ス
、
キ
ロ
ネ
、
カ
ラ
モ
ナ
の
司
教
座
に
対
し
て
、
首
府
カ
ン
デ
ィ
ア
の
大
司
教
を
補
佐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

す
る
五
名
の
付
属
司
教
を
任
命
し
た
。
さ
ら
に
、
一
四
世
紀
初
頭
に
か
け
て
ア
ギ
ア
、
ゲ
ラ
ペ
ト
ラ
、
シ
テ
ィ
ア
、
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
司
教
座

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

を
加
え
て
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
ク
レ
タ
大
司
教
座
と
あ
わ
せ
た
一
〇
司
教
区
へ
の
再
編
を
進
め
た
。
初
期
の
司
教
や
聖
堂
参
事
会
会
員
の
構
成
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

見
る
と
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
と
考
え
ら
れ
る
人
物
が
多
い
こ
と
か
ら
、
一
三
世
紀
前
半
の
教
区
を
支
え
た
の
は
、
教
皇
庁
か
ら
派
遣
さ
れ
た
聖
職

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

者
で
は
な
く
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
の
移
住
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ク
レ
タ
に
は
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
会
や
ド
ミ
ニ
コ
会
な
ど
の
托

鉢
修
道
会
も
比
較
的
早
期
に
進
出
し
て
お
り
、
一
四
世
紀
に
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
会
を
加
え
た
三
修
道
会
が
ク
レ
タ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

の
密
画
活
動
の
担
い
手
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
教
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化
が
進
展
す
る
一
方
で
、
＝
二
世
紀
前
半
の
ク
レ
タ
で
は
島
内
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

正
教
会
の
聖
職
者
や
教
会
施
設
が
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
法
の
中
で
明
確
な
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
制
度
上
の
課
題
と
し
て
残

さ
れ
て
い
た
。

　
正
教
会
の
位
置
づ
け
に
関
わ
る
論
争
が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
ク
レ
タ
の
コ
ム
ー
ネ
の
間
の
重
要
な
案
件
と
し
て
浮
上
す
る
の
は
＝
二
世
紀
後
半
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
ミ
カ
エ
ル
八
世
パ
ラ
イ
オ
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
の
再
建
運
動
と
、
フ
ラ
ン
ス
国
王
ル
イ
九
世
の
弟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ア
ン
ジ
ュ
ー
伯
シ
ャ
ル
ル
の
地
中
海
進
出
が
続
き
、
東
地
中
海
世
界
の
情
勢
は
混
迷
の
度
を
深
め
て
い
た
。
こ
う
し
た
中
で
東
方
へ
の
積
極
的

な
進
出
を
は
か
っ
て
い
た
教
皇
庁
は
、
ク
レ
タ
の
正
教
会
が
置
か
れ
て
い
た
情
況
を
疑
問
視
し
始
め
た
。
そ
し
て
一
二
五
三
年
に
イ
ン
ノ
ケ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

テ
ィ
ウ
ス
四
三
が
ク
レ
タ
の
司
教
職
に
「
ギ
リ
シ
ア
人
」
を
登
用
す
る
こ
と
を
問
題
視
し
て
発
行
し
た
文
書
を
発
端
と
し
て
、
約
六
か
年
間
に

75　（253）



わ
た
る
島
内
の
正
教
会
の
地
位
を
め
ぐ
る
コ
ム
ー
ネ
と
教
皇
庁
の
問
の
論
争
が
持
ち
上
が
っ
た
。
特
に
、
＝
一
六
六
年
の
ク
レ
メ
ン
ス
四
世
発

行
の
文
書
は
教
皇
庁
の
ク
レ
タ
教
会
へ
の
強
硬
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
争
点
は
以
後
も
教
皇
庁
と
、
ク
レ
タ
総
督
と
の
間
の
議

論
の
争
点
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
ボ
ル
サ
ー
リ
に
従
っ
て
そ
の
概
要
を
紹
介
し
て
お
く
。
文
書
の
内
容
は
ク
レ
タ
大
司
教
と
ク
レ
タ
総
督
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

で
の
論
争
に
対
し
て
教
皇
が
裁
定
を
下
し
た
も
の
で
、
主
な
論
点
が
以
下
の
七
項
目
に
分
け
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
①
　
島
内
、
特
に
首
府
カ
ン
デ
ィ
ア
と
そ
の
ブ
ル
グ
の
＝
二
〇
人
の
正
教
会
聖
職
者
は
ラ
テ
ン
人
の
管
轄
下
に
入
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
⑭

②
パ
ラ
修
道
院
の
所
領
は
ク
レ
タ
大
司
教
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
。

③
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
が
、
未
払
い
分
の
十
分
の
一
芸
、
グ
ロ
ス
銀
貨
五
十
リ
ラ
を
支
払
う
こ
と
。

④
カ
ン
デ
イ
ア
の
ブ
ル
グ
に
建
設
さ
れ
た
教
会
は
、
私
的
な
教
会
で
あ
っ
て
も
大
司
教
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
。

⑤
所
有
権
を
め
ぐ
っ
て
ク
レ
タ
総
督
と
ク
レ
タ
大
司
教
が
係
争
し
て
い
る
村
落
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
～
つ
を
ク
レ
タ
大
司
教
に
帰
属
さ

　
　
せ
る
こ
と
。

⑥
ク
レ
タ
司
教
に
与
え
ら
れ
た
損
害
の
補
償
額
に
つ
い
て
は
、
教
皇
庁
が
算
定
を
下
す
こ
と
。

⑦
ク
レ
タ
総
督
ア
ル
ヴ
ェ
ル
テ
ィ
ー
ノ
・
モ
ロ
シ
ー
こ
の
治
下
に
お
い
て
、
ク
レ
タ
の
教
会
が
所
有
し
て
い
た
す
べ
て
の
農
民
を
、
ク
レ

　
　
タ
大
司
教
に
返
還
す
る
こ
と
。

こ
の
文
書
か
ら
は
、
正
教
会
を
含
む
教
会
管
轄
権
に
つ
い
て
、
教
皇
庁
が
ク
レ
タ
総
督
に
対
し
て
大
幅
な
譲
歩
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
特
に
、
正
教
会
聖
職
者
や
正
教
会
修
道
院
の
ク
レ
タ
大
司
教
へ
の
帰
属
を
認
め
さ
せ
る
内
容
を
含
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
教
会
組
織
の
カ

ト
リ
ッ
ク
へ
の
一
元
化
を
要
求
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
降
も
教
皇
庁
に
よ
る
ク
レ
タ
へ
の
干
渉
は
断
続
的
に
続
い
た
。
ま
ず
、
＝
一
七
四
年
七
月
六
日
に
第
二
回
リ
ヨ
ン
公
会
議
に
お
い
て
教
会

合
同
の
合
意
が
な
さ
れ
た
ニ
カ
月
後
、
九
月
二
四
日
に
教
皇
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
十
世
が
発
行
し
た
文
書
は
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
シ
ナ
イ
山
修
道
院
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

教
皇
の
直
接
の
保
護
下
に
置
く
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
ま
た
、
＝
二
〇
八
年
七
月
三
一
日
付
け
の
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
の
文
書
は
、
ク
レ
タ
教
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中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

会
を
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
大
司
教
の
管
轄
区
に
置
く
事
を
改
め
て
要
求
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
＝
二
世
紀
後
半
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

て
の
教
皇
庁
の
断
続
的
な
圧
力
の
中
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
正
教
会
の
管
轄
権
を
移
管
す
る
傾
向
が
強
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（一

黶j

@
コ
ム
ー
ネ
の
介
入
（
㎜
二
九
九
年
…
㎜
三
二
〇
年
）

　
一
三
世
紀
後
半
を
中
心
と
し
た
教
会
論
争
の
中
で
正
教
会
が
主
体
的
に
史
料
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
教
皇
庁
の
ク
レ
タ
へ
の
干
渉

に
対
し
て
正
教
会
が
ど
の
よ
う
な
反
応
を
み
せ
た
の
か
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
ア
ル
コ
ン
の
反
乱
に
正
教
会
が
協
力
や
支

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

援
を
表
明
し
て
い
る
と
す
る
ボ
ル
サ
ー
リ
の
見
解
や
＝
一
九
九
年
四
月
に
コ
ム
ー
ネ
と
ア
ル
コ
ン
と
の
間
で
結
ば
れ
た
和
平
文
書
に
お
い
て
も

正
教
会
に
対
す
る
取
り
決
め
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
と
つ
く
な
ら
ば
、
教
区
の
カ
ト
リ
ッ
ク
化
に
と
も
な
っ
て
地
域
の
教
会
制
度
に
不
安

定
な
情
況
が
生
じ
て
お
り
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
不
安
定
な
情
況
が
＝
二
世
紀
の
地
域
社
会
の
安
定
を
損
な
う
ひ
と
つ
の
要
因
と
な
っ
て
い
た

と
推
測
で
き
る
。
ト
マ
ダ
キ
ス
に
よ
れ
ば
、
和
平
文
書
に
お
け
る
正
教
会
へ
の
言
及
箇
所
は
五
項
目
に
の
ぼ
る
。
そ
の
う
ち
の
三
項
目
は
実
質

的
に
は
カ
レ
ル
ギ
ス
家
へ
の
所
領
の
委
譲
を
示
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
が
、
残
り
の
二
項
目
は
、
島
内
の
正
教
会
の
地
位
に
焦
点
を
あ
て
て
い

る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
司
教
職
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
一
二
六
六
年
の
ク
レ
メ
ン
ス
四
世
に
よ
る
裁
定
以
降
は
司
教
職
叙
任
権
も
教
皇
庁
側
に

　
　
　
⑳

あ
っ
た
が
、
和
平
文
書
で
は
、
島
内
の
す
べ
て
の
司
教
座
に
常
に
司
教
が
在
任
し
て
い
る
情
況
に
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ク
レ
タ
総

督
ヴ
ィ
タ
ー
レ
・
ミ
キ
エ
ル
の
権
限
に
よ
っ
て
聖
職
者
登
用
を
め
ぐ
っ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
側
を
牽
淫
す
る
こ
と
と
、
正
教
会
聖
職
者
を
司
教
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

て
認
定
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
三
世
紀
後
半
か
ら
高
位
聖
職
者
叙
任
権
と
修
道
院
領
を
掌
握
し
て
き
た
教
皇
庁
と
大
司

教
に
正
教
会
側
の
権
利
を
あ
る
程
度
認
め
さ
せ
る
こ
と
を
コ
ム
ー
ネ
が
保
障
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、
和
平
文
書
は
島
内
の
教
会
を
め
ぐ
る
政

治
的
情
勢
が
変
化
す
る
一
つ
の
転
換
点
を
示
し
て
い
る
。

　
論
争
の
以
降
の
展
開
を
知
る
た
め
に
、
一
三
二
〇
年
四
月
に
お
き
た
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
論
争
と
、
そ
れ
に
対
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
側

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
対
応
を
検
討
し
て
お
く
。
論
争
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
史
料
は
ク
レ
タ
総
督
の
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ノ
・
ジ
ュ
ス
テ
ィ
ニ
ア
ー
ノ
と
、
そ
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の
二
人
の
補
佐
官
バ
ル
ボ
ー
ノ
・
マ
ウ
ロ
チ
ェ
ノ
、
マ
ル
コ
・
ヴ
ェ
ニ
エ
ル
の
連
名
に
お
い
て
作
成
さ
れ
た
通
告
で
あ
り
、
大
司
教
か
ら
の
請

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

願
に
つ
い
て
島
内
の
十
名
の
貴
族
と
協
議
し
た
結
果
を
、
大
司
教
へ
の
返
答
と
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
既
述
し
た
ク
レ
メ
ン
ス

四
宝
の
裁
決
以
降
ク
レ
タ
大
司
教
に
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
て
き
た
、
一
三
〇
人
の
正
教
会
司
祭
と
パ
ラ
修
道
院
の
帰
属
が
改
め
て
問
題
と
な
っ

て
い
る
。
ま
ず
正
教
会
司
祭
の
法
的
地
位
に
関
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
へ
の
帰
属
に
つ
い
て
は
引
き
続
き
大
司
教
に
認
め
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

聖
職
者
へ
の
裁
判
権
に
つ
い
て
は
コ
ム
ー
ネ
側
に
あ
る
と
す
る
。
次
に
パ
ラ
修
道
院
領
の
所
有
を
め
ぐ
っ
て
は
、
ビ
ザ
ン
ツ
統
治
期
に
は
コ
ン

ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
皇
帝
に
所
有
権
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
か
ら
島
の
宗
主
権
を
受
け
継
い
だ
コ
ム
1
ネ
が
パ
ラ
修
道
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

領
の
所
有
権
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
大
司
教
の
所
有
権
を
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ク
レ
メ
ン
ス
膝
撃
に
よ
る
裁
定
以
来
、
約
半
世

紀
間
に
わ
た
り
大
司
教
側
に
認
め
ら
れ
て
き
た
正
教
会
聖
職
者
へ
の
裁
判
権
と
正
教
会
修
道
院
領
の
管
轄
権
は
、
コ
ム
ー
ネ
の
権
威
の
下
に
明

確
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
一
二
九
九
年
か
ら
＝
二
二
〇
年
ま
で
の
約
二
〇
年
間
の
問
、
コ
ム
ー
ネ
は
教
会
問
題
に
断
続
的
に
介
入
し
、
一
二
六
六
年
か

ら
教
皇
庁
が
主
導
し
て
き
た
ク
レ
タ
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
区
化
の
枠
組
み
を
崩
し
て
い
っ
た
。
一
四
世
紀
に
ア
ヴ
ィ
ニ
ヨ
ン
に
移
設
さ
れ
た
教
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

庁
は
、
な
お
も
東
地
中
海
世
界
の
教
区
の
維
持
に
関
心
を
向
け
て
お
り
、
ク
レ
タ
教
会
に
対
す
る
干
渉
を
継
続
し
て
い
る
。
し
か
し
、
正
教
会

聖
職
者
の
裁
判
権
が
再
び
大
司
教
に
対
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
コ
ム
ー
ネ
に
よ
る
保
障
に
よ
っ
て
首
司
祭
鷺
0
8
猛
窓
ω
と
先
唱
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

嘆
9
0
甥
舞
①
ω
を
首
班
と
す
る
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
と
は
独
立
し
た
正
教
会
の
教
会
組
織
が
制
度
化
さ
れ
て
い
く
。
一
四
世
紀
中
葉
に
は
、
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ム
ー
ネ
は
、
教
会
に
よ
る
暴
力
の
行
使
や
、
教
会
が
奴
隷
に
と
っ
て
の
避
難
所
と
な
る
こ
と
を
禁
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
コ
ム
ー
ネ
の
法
秩

序
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
正
教
会
は
教
会
法
に
も
と
づ
い
て
自
治
を
享
受
す
る
カ
ト
リ
ッ
ク
と
は
明
確
に
区
分
さ
れ
る
存
在
と
な

っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
以
上
か
ら
確
認
で
き
る
の
は
、
＝
二
二
〇
年
の
教
会
論
争
を
契
機
と
し
て
、
｝
四
世
紀
に
は
二
教
会
の
分
離
的
な
枠

組
み
が
確
立
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
一
連
の
教
会
論
争
に
お
い
て
教
会
と
俗
人
集
団
と
の
関
係
が
主
要
な
課
題
と
し
て
狙
上
に
上
る

こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
二
教
会
制
の
枠
組
み
は
す
で
に
一
四
世
紀
に
確
立
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
教
会
組
織
を
法
的
に
規
定
す
る
も
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中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

の
で
は
あ
っ
て
も
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
も
制
度
的
に
規
定
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
す
る
マ
ル
テ
ズ
の
理
解
は
正
鵠
を
射
て
い
る
。

　
一
方
で
、
本
章
の
考
察
は
地
域
教
会
の
あ
り
方
に
対
す
る
い
く
つ
か
の
疑
問
点
を
残
し
て
い
る
。
ま
ず
、
＝
二
二
〇
年
四
月
の
裁
定
に
お
い

て
も
正
教
会
の
司
祭
管
轄
権
が
依
然
と
し
て
大
司
教
に
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
名
目
的
に
は
カ
ト
リ

ッ
ク
単
独
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
維
持
し
な
が
ら
も
、
実
質
的
に
正
教
会
の
自
治
を
認
め
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、

正
教
会
の
司
部
活
動
に
干
渉
す
る
余
地
が
残
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
地
域
教
会
の
情
況
を
検
討
す
る
必
要

が
あ
る
。
一
方
で
、
マ
ル
テ
ズ
が
理
念
的
に
主
張
し
て
い
る
、
二
教
会
制
に
も
と
つ
く
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
身
分
秩
序
と
は
一
致
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
す
る
見
方
も
、
実
際
の
社
会
情
況
に
照
ら
し
て
実
証
的
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
次
章
以
降
の

検
討
に
委
ね
た
い
。

①
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④
ヒ
d
。
門
。
。
鼠
u
号
ミ
ら
］
O
銀

⑤
た
だ
し
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
大
司
教
職
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
に
遣
か

　
れ
た
ラ
テ
ン
大
司
教
が
兼
任
す
る
場
合
も
あ
り
、
常
に
大
司
教
が
置
か
れ
て
い
る

　
状
況
に
は
な
い
。
奪
ミ
”
唱
■
δ
9
唱
．
お
課

⑥
ボ
ル
サ
ー
リ
は
、
本
文
で
あ
げ
た
ほ
か
に
も
二
つ
の
司
教
座
の
存
在
を
指
摘
し

　
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
ア
ギ
オ
ス
・
ミ
ュ
ロ
ス
の
司
教
座
は
一
三
世
紀
前
半
に
は
、

　
カ
ン
デ
ィ
ア
の
大
司
教
座
に
統
合
さ
れ
た
。
ま
た
島
西
部
の
キ
サ
モ
ス
の
司
教
座

　
は
、
＝
二
〇
七
年
の
ク
レ
メ
ン
ス
五
世
に
よ
る
司
教
座
り
ス
ト
の
中
で
昌
薫
及
さ
れ

　
る
の
み
で
あ
り
、
常
に
司
教
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
は
な
い
。
N
ミ
罫
や
一
8
り

　
薯
」
ω
ω
山
。
。
．

⑦
ミ
罫
℃
し
O
。
。
「

⑧
一
二
＝
年
の
入
植
認
可
状
で
は
、
島
内
の
教
会
は
自
由
を
持
ち
教
会
付
き
の

　
従
者
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
教
会
領
を
保
有
す
る
と
き
に
は

　
ク
レ
タ
総
督
と
そ
の
補
佐
官
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

　
9
詠
§
譜
タ
〈
o
一
』
甲
で
．
一
。
。
O
．
こ
の
個
所
を
引
用
し
た
ト
マ
ダ
キ
ス
は
、
コ
ム
…
ネ

　
が
教
会
の
管
轄
権
を
主
張
す
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
特
有
の
態
度
で
あ
る
と
説
明
し
て

　
い
る
。
日
O
ヨ
巴
山
置
も
ゆ
甲
愚
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亀
野
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刈
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◎
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’
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⑨
東
地
中
海
世
界
に
お
け
る
托
鉢
修
遊
会
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス

　
コ
会
に
つ
い
て
は
G
・
ゴ
ル
ポ
ヴ
イ
ッ
チ
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
、
ド
ミ
ニ
コ
会
の
活

　
動
に
つ
い
て
は
、
C
・
ド
ラ
ク
ロ
ワ
ー
ベ
ス
ニ
エ
ー
ル
の
モ
ノ
グ
ラ
フ
が
あ
る
。

　
本
稿
の
議
論
に
関
連
す
る
箇
所
は
以
下
の
通
り
。
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．
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M
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ヨ
ル
ゴ
プ
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は
、
ト
ポ
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フ
ィ
研
究
に
よ
っ
て
、

　
托
鉢
修
道
会
が
管
理
し
て
い
た
教
会
施
設
の
所
在
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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ム
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ど
の
異
教
徒
に
対
す
る
教
皇
の
権
力
の
有
効
性
を
理
論
的
に
主
張
し
、

　
一
三
世
紀
後
半
に
活
発
化
す
る
教
皇
庁
に
よ
る
東
地
中
海
世
界
に
対
す
る
干
渉
の

　
理
論
的
支
柱
と
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
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の
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で
今
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パ
リ
ア
ニ
修
道
院
と
呼
ば
れ
る
。

　
七
世
紀
の
建
立
と
さ
れ
、
島
内
で
最
も
古
い
伝
統
を
持
つ
修
道
院
の
ひ
と
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で
あ

　
る
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刈
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⑰
一
二
六
八
年
に
は
行
政
府
が
大
司
教
に
服
属
す
る
べ
き
～
三
〇
人
の
正
教
会
聖

　
職
者
の
名
簿
を
作
成
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
～
二
六
〇
年
代
に
繰
返
さ
れ
る
教
皇

　
庁
か
ら
の
合
同
要
求
と
ヴ
エ
ネ
ツ
ィ
ア
政
府
に
よ
る
コ
ニ
○
人
司
祭
の
認
証
の
因

　
果
関
係
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
臥
し
・
菩
亜
目
グ
．
．
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q
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§
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婁
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念
よ
b
。
．
ま
た
、
ボ
ル
サ
ー
リ
は
～
二
九
二
年
付
け
の
ギ
リ
シ
ア
人
ヨ
ハ
ネ
ス
・

　
サ
ク
リ
キ
の
記
事
と
～
三
〇
四
年
の
ボ
ニ
フ
ァ
テ
ィ
ウ
ス
八
世
と
ド
ー
ジ
ェ
、
ピ

　
エ
ト
ロ
・
グ
ラ
ド
ニ
ー
ゴ
の
関
税
論
争
に
伴
う
司
教
へ
の
言
及
と
の
二
つ
の
事
例

　
を
根
拠
と
し
て
、
皿
二
九
〇
年
代
に
は
大
司
教
が
正
教
会
の
教
会
人
と
教
会
所
領

　
と
を
あ
る
程
度
掌
握
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
ご
d
9
鍔
露
愚
・

　
亀
野
や
＝
腿
｛
．

⑱
＝
二
世
紀
後
半
の
ギ
リ
シ
ア
人
反
乱
へ
の
正
教
会
へ
の
関
与
は
以
下
の
二
つ
の

　
事
例
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
一
二
七
三
年
か
ら
＝
～
七
九
年
に
か
け

　
て
起
こ
っ
た
コ
ル
タ
ツ
ィ
ス
家
の
反
乱
に
対
し
て
支
持
を
表
明
し
、
一
部
の
司
祭

　
が
反
裁
に
参
加
し
た
事
例
。
奪
ミ
”
9
㎝
ρ
も
ワ
置
ω
ム
α
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も
う
一
つ
は
、
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八

　
三
年
1
～
二
九
九
年
の
ア
レ
ク
シ
オ
ス
・
カ
レ
ル
ギ
ス
の
反
乱
に
対
し
て
支
持
を

　
表
明
し
た
事
例
で
あ
る
。
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し
い
メ
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オ
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校
訂
を
参
照
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い
る
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ぞ
け
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各
司
教
座
に
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し
て
教
皇
庁
が
継
続
的
に
司
教
を
派
遣
し
て

　
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
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平
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に
み
ら
れ
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ア
リ
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中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

第
二
章
　
教
会
内
部
の
構
造

　
本
章
と
そ
れ
に
続
く
第
三
章
で
は
、
遺
言
書
史
料
に
も
と
づ
い
て
、
二
教
会
制
に
関
わ
る
議
論
を
補
完
す
る
と
と
も
に
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

に
つ
い
て
の
考
察
を
進
め
る
。
本
章
に
お
け
る
課
題
は
、
一
三
二
〇
年
の
コ
ム
ー
ネ
に
よ
る
裁
定
を
経
て
、
な
お
カ
ト
リ
ッ
ク
に
残
さ
れ
て
い

た
正
教
会
の
司
祭
の
管
轄
権
が
、
実
際
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

本
章
で
は
正
教
会
の
司
祭
職
と
司
祭
が
保
有
す
る
教
会
施
設
の
管
理
権
の
継
承
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
関
与
が
み
ら
れ
ず
に
正
教
会
の
司
祭
制
に

特
徴
的
な
や
り
方
で
な
さ
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
を
検
討
す
る
。
正
教
会
の
司
祭
制
の
特
徴
と
し
て
、
以
下
の
二
点
を
指
摘
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
司
祭
に
妻
帯
が
認
め
ら
れ
て
い
る
正
教
会
で
は
、
司
牧
活
動
と
親
族
構
…
造
と
が
密
接
に
関
連
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
次
に
、
末
期
ビ
ザ
ン
ツ
の
正
教
会
に
お
い
て
は
、
教
会
管
理
権
の
有
力
修
道
院
へ
の
集
約
が
進
み
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
司
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

や
修
道
士
に
よ
る
私
有
教
会
制
の
伝
統
が
残
存
し
て
い
る
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
前
章
に
お
い
て
明
ら
か
と
し
た
よ
う
に
、
正
教
会
が
保
有

す
る
施
設
の
管
理
権
の
帰
属
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
た
び
た
び
コ
ム
ー
ネ
と
大
司
教
の
問
の
論
争
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
実
際
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の
正
教
会
の
教
会
施
設
の
継
承
に
お
け
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
関
与
の
有
無
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
干
渉
の
有
無
を
判
断
す
る
た
め

．
の
指
標
と
な
る
。
司
祭
職
と
親
族
構
造
が
密
接
に
関
連
し
、
教
会
施
設
の
管
理
権
が
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
上
部
の
承
認
を
経
ず
に
、
管
理
権
保
有
者

の
個
人
的
な
紐
帯
に
も
と
づ
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
が
正
教
会
司
祭
の
管
轄
権
を
行
使
し
て
お
ら
ず
、
実
勢
と
し
て

も
二
教
会
が
分
離
的
な
枠
組
み
の
も
と
に
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
い
く
た
め
に
、
遺
言
書
が
、

ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
史
料
で
あ
る
の
か
を
次
節
に
お
い
て
確
認
し
、
遺
言
書
の
史
料
的
性
格
に
も
と
づ
い
て
遺
言
書
を
遺
し
て
い
る
教
会

人
が
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
の
か
正
教
会
で
あ
る
の
か
を
区
別
す
る
た
め
の
指
標
を
定
め
る
。
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（一

j
　
遺
雷
蜜
史
料
と
教
会
人
の
遺
言
讐

　
中
世
後
期
の
ク
レ
タ
に
関
わ
る
史
料
群
に
は
、
二
系
統
の
遺
言
書
史
料
が
残
存
し
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
公
証
人
文
書
に
残
さ
れ
た
笹
野
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

で
あ
る
。
マ
ッ
キ
ー
は
コ
ム
ー
ネ
の
文
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
た
公
証
人
登
記
簿
の
商
取
引
、
婚
姻
契
約
書
な
ど
の
私
証
書
の
あ
い
だ
に
散
在

　
　
　
④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
て
い
た
遺
言
書
史
料
、
七
九
〇
通
を
刊
行
し
た
。
～
方
で
、
行
政
文
書
や
裁
判
文
書
に
お
い
て
係
争
の
対
象
と
な
っ
た
遺
書
書
史
料
も
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

法
制
史
家
の
E
・
サ
ン
ツ
キ
は
、
四
八
通
の
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
サ
ン
ツ
キ
の
主
な
関
心
は
俗
人
間
の
財
の
移
動
に
あ
り
、
俗

人
か
ら
教
会
へ
の
寄
進
に
つ
い
て
は
五
通
の
事
例
を
紹
介
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
を
考
え
る
た
め

の
材
料
に
は
乏
し
い
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
マ
ッ
キ
ー
が
刊
行
し
た
史
料
集
に
も
と
づ
い
て
考
察
を
進
め
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
コ
ム
ー
ネ

や
教
皇
庁
が
主
体
と
な
っ
て
作
成
し
た
史
料
を
分
析
し
た
第
一
章
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
、
教
会
の
活
動
な
い
し
世
俗
社
会
と
教
会
の
関
係
の

一
端
を
考
察
す
る
、
本
章
と
第
三
章
の
目
的
に
も
か
な
う
。

　
そ
れ
で
は
、
マ
ッ
キ
ー
の
史
料
集
の
性
格
を
遺
言
書
の
作
成
年
代
、
遺
言
者
の
居
住
地
域
、
遺
贈
の
対
象
と
な
る
財
の
三
点
に
お
い
て
明
ら

か
に
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
遺
言
書
史
料
集
は
一
三
＝
一
年
か
ら
一
四
二
〇
年
ま
で
の
遺
言
書
を
収
録
し
て
い
る
が
、
そ
の
作
成
時
期
に
は
偏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

差
が
あ
る
。
＝
二
四
六
年
か
ら
五
〇
年
ま
で
の
五
年
間
に
作
成
さ
れ
た
遺
言
書
数
は
一
六
三
通
に
の
ぼ
り
、
全
史
料
の
約
二
〇
％
に
の
ぼ
る
。
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次
い
で
、
＝
二
七
六
年
か
ら
八
○
年
ま
で
の
五
年
間
に
は
六
九
通
、
一
三
六
一
年
か
ら
六
五
年
ま
で
の
五
年
間
の
間
に
は
七
三
通
と
、
そ
れ
ぞ

れ
遺
言
書
が
多
く
作
成
さ
れ
て
い
る
時
期
が
あ
る
。
一
方
で
、
＝
二
五
六
年
か
ら
六
〇
年
ま
で
の
五
年
間
に
は
、
わ
ず
か
二
二
通
、
；
一
五
　

年
か
ら
五
五
年
ま
で
の
五
年
間
に
は
三
三
通
の
遺
言
書
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
＝
二
八
○
年
代
以
降
は
史
料
数
が
急
激
に
減
少
す

る
。
こ
の
よ
う
に
、
遺
言
書
数
は
年
代
に
よ
っ
て
大
き
く
変
動
し
て
お
り
、
年
代
に
よ
る
書
式
や
記
述
内
容
の
変
化
を
数
的
に
把
握
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
史
料
群
か
ら
明
ら
か
に
な
り
う
る
の
は
、
基
本
的
に
＝
二
二
〇
年
代
か
ら
一
三
八
○
年
代
ま
で
の
約
七
〇
年
間

の
長
期
的
な
様
相
で
あ
る
。
次
に
、
遺
言
者
の
居
住
地
域
は
、
ク
レ
タ
の
首
府
カ
ン
デ
ィ
ア
と
そ
の
周
囲
の
集
落
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

こ
の
地
域
は
、
一
四
世
紀
初
頭
に
は
八
千
人
か
ら
一
万
人
の
人
口
規
模
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
、
遣
贈
の
対
象
と
な
る
財
に

つ
い
て
も
注
意
す
る
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
俗
人
に
対
し
て
は
動
産
と
不
動
産
の
双
方
の
形
態
で
財
の
遺
贈
が
な
さ
れ
る
が
、
俗
人
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

教
会
人
や
宗
教
施
設
に
対
す
る
遺
贈
で
は
動
産
の
遺
贈
の
み
に
と
ど
ま
る
点
で
あ
る
。

　
次
に
、
ク
レ
タ
の
公
証
人
文
書
に
お
け
る
筆
下
使
用
の
情
況
に
も
と
づ
い
て
、
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
入
の
遺
言
書
を

識
別
す
る
た
め
の
指
標
を
定
め
て
お
く
。
遺
言
書
を
作
成
す
る
公
証
人
は
概
ね
ラ
テ
ン
語
で
筆
記
し
、
ま
れ
に
ヴ
ェ
ネ
ト
方
言
の
俗
語
を
用
い

　
　
　
　
　
　
⑩

る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
か
し
遺
誉
者
の
中
に
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
文
化
や
法
慣
習
に
軸
足
を
お
い
て
生
活
を
送
っ
て
い
た
人
物
も
少
な
か
ら
ず
存

在
す
る
た
め
、
公
証
人
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
彙
を
ラ
テ
ン
語
な
い
し
、
俗
語
に
よ
っ
て
表
現
す
る
必
要
が
生
じ
た
。
そ
の
際
に
は
二
つ
の
選
択

肢
が
あ
り
、
一
つ
は
ラ
テ
ン
語
な
い
し
俗
語
に
翻
訳
し
て
表
現
す
る
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
ラ
テ
ン
語
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
に
よ
っ
て
ギ
リ
シ

ア
語
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
後
者
の
場
合
、
聖
職
者
や
典
礼
に
関
わ
る
意
味
を
持
つ
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
彙
が
ラ
テ
ン
語
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
表
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
正
教
会
に
関
わ
る
語
彙
と
し
て
識
別
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
教
会
人
の
身
分
を
表
す
語
彙
を
整
理
す
る

と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
ラ
テ
ン
語
起
源
の
語
彙
と
し
て
は
司
祭
喰
①
ω
げ
讐
①
毎
ω
、
修
道
士
臼
○
昆
心
耳
、
坤
讐
巽
修
道
女

日
○
冨
畠
9
。
b
O
δ
困
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
ギ
リ
シ
ア
語
の
語
彙
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、
遺
聖
書
の
中
で
は
以
下
の
よ
う
に
表
現
さ

れ
る
（
括
弧
内
は
ギ
リ
シ
ア
語
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
を
指
す
）
。
例
え
ば
、
司
祭
℃
巷
器
（
起
蝕
◎
、
修
道
士
。
巴
○
α
q
2
器
（
蓬
ま
誘
聴
↓
，
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日
。
き
。
ゴ
ω
（
　
　
　
　
　
へ
兼
O
ヒ
食
×
O
り
）
、
修
道
女
。
鋤
。
σ
q
H
＄
（
蓬
ま
慧
へ
霞
ア
白
O
p
餌
。
訂
（
ミ
自
答
）
、
修
道
司
祭
§
o
ヨ
。
爵
。
冨
ω
（
べ
超
。
息
℃
ミ
。
◎
と
い
っ

た
語
彙
で
あ
る
。
ク
レ
タ
に
お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
語
典
礼
が
開
始
さ
れ
た
の
は
ユ
ニ
ア
ー
ト
運
動
が
生
起
し
た
一
五
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

紀
中
葉
以
降
の
こ
と
で
あ
り
、
一
四
世
紀
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
ギ
リ
シ
ア
語
起
源
の
語
彙
は
、
正
教
会
の
ギ
リ
シ
ア
語
典
礼
の
み
と
密
接
に

関
連
し
て
い
た
と
い
え
る
。
一
方
で
ラ
テ
ン
語
起
源
の
語
彙
が
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
ラ
テ
ン
語
典
礼
と
の
つ
な
が
り
を
意
味
す
る
と
は
い
え

な
い
場
合
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
ラ
テ
ン
語
へ
の
翻
訳
が
予
想
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
例
え
ば
、
し
ば
し
ば
遺
言
書
で
は
、
ギ

リ
シ
ア
の
司
祭
窟
①
ω
ぴ
旨
①
毎
。
。
σ
q
お
。
窃
と
い
う
言
葉
が
正
教
会
の
司
祭
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
窟
Φ
ω
び
愚
①
崔
ω
と
い
う
単
語
の
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

が
文
中
に
出
て
き
た
と
き
、
そ
れ
が
カ
ト
リ
ッ
ク
、
正
教
会
ど
ち
ら
の
司
祭
を
指
す
の
か
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　
そ
の
た
め
本
稿
で
は
ど
ち
ら
か
の
典
礼
言
語
と
の
関
わ
り
が
認
め
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
窟
Φ
ω
げ
旨
Φ
凄
ω
と
い
う
雷
葉
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の

司
祭
と
し
て
断
定
し
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
を
避
け
る
。
こ
れ
は
毎
。
冨
。
ざ
9
ヨ
。
窓
。
冨
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
農
振
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
正
教
会
の
教
会
人
に
つ
い
て
は
ま
ず
、
先
述
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
典
礼
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
身
分
に
着
目
す
る
。
す
な
わ
ち
、
聖
職

者
・
修
道
士
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
の
基
準
と
し
て
は
、
ギ
リ
シ
ア
の
σ
q
お
。
器
と
い
う
形
容
詞
が
教
会
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
事

例
の
ほ
か
・
典
礼
葦
ξ
§
§
や
礼
拝
書
§
ミ
§
奮
巨
曇
9
宣
霧
と
記
述
さ
れ
て
い
る
事
恥
死
者
祈
合
間
§
昏
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

が
ヨ
器
ヨ
。
ω
ω
冒
。
と
筆
記
さ
れ
る
場
合
、
巻
物
さ
寒
雲
S
ヒ
が
畠
8
量
。
訂
と
筆
記
さ
れ
る
場
合
な
ど
、
正
教
会
の
典
礼
に
関
わ
る
語
彙
が

併
記
さ
れ
て
い
る
事
例
の
み
を
検
討
の
対
象
と
す
る
。
以
上
の
条
件
に
も
と
づ
い
て
遺
留
書
史
料
集
を
検
討
し
た
と
き
、
正
教
会
の
教
会
人
の

遺
言
書
と
し
て
二
二
通
の
遺
言
書
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
人
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
ひ
と
つ
に
は
聖
堂
参
事
会
を
構
成
す
る
こ
と
を
名
乗
っ
て
い
る
教
会
人
、
い

ま
ひ
と
つ
は
時
簿
魯
な
い
し
ω
0
3
周
と
名
乗
る
、
托
鉢
修
道
会
の
修
道
士
・
修
道
女
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

が
遺
言
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る
遺
言
書
は
、
七
通
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
二
通
は
他
地
域
の
教
会
人
で
あ
り
、
カ

ン
デ
ィ
ア
の
大
司
教
区
を
考
察
の
対
象
と
す
る
本
章
の
考
察
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。
ま
た
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
司
牧
活
動
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
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⑲

果
た
し
た
は
ず
の
、
托
鉢
修
道
会
士
・
修
道
女
の
遺
言
書
も
わ
ず
か
三
逓
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
史
料
の
残
存
情
況
か
ら
判
断

し
て
も
、
正
教
会
司
祭
の
遺
言
書
に
お
け
る
司
祭
職
と
教
会
施
設
の
管
理
権
の
継
承
を
分
析
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
二
）
　
司
祭
職
と
教
会
管
理
権

　
遺
言
書
史
料
に
お
い
て
は
、
正
教
会
の
司
祭
と
そ
の
親
族
と
の
関
わ
り
を
示
す
史
料
を
、
比
較
的
多
く
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、

司
祭
ヘ
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ガ
ピ
ト
ス
の
家
族
が
作
成
し
た
二
通
の
遣
言
書
を
検
討
し
よ
う
。
一
通
目
は
、
一
三
三
一
年
に
作
成
さ
れ
た
、
司
祭
故

ヘ
マ
ヌ
エ
ル
・
ア
ガ
ピ
ト
ス
の
息
子
ニ
コ
ラ
（
ウ
ス
）
の
遺
一
差
書
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
遺
言
執
行
人
の
一
人
に
遺
言
者
の
姉
妹
で
、
バ
ル
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ロ
メ
ウ
ス
・
カ
ヴ
ァ
レ
ロ
の
妻
で
あ
る
ソ
フ
ィ
ア
を
指
名
し
、
遺
産
の
す
べ
て
を
遺
言
執
行
人
に
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
同
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

作
成
さ
れ
た
、
ソ
フ
ィ
ア
の
遺
奮
書
で
は
、
兄
弟
の
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ア
ガ
ピ
ト
ス
が
父
の
遺
産
か
ら
相
続
し
た
遺
産
に
つ
い
て
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス

か
ら
ソ
フ
ィ
ア
へ
の
遺
贈
が
な
さ
れ
た
分
を
ソ
フ
ィ
ア
の
娘
の
ア
グ
ネ
ス
と
マ
リ
ア
に
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
こ
の
二
通
の
遺
言

書
で
は
、
司
祭
職
の
継
承
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ア
ガ
ピ
ト
ス
家
に
お
い
て
、
司
祭
と
そ
の
親
族
と
が
密
接
に
関
係
し
て

い
る
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
次
に
、
司
祭
職
の
親
族
間
で
の
世
襲
傾
向
を
示
す
証
拠
と
し
て
、
以
下
の
二
つ
の
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
ク
レ
タ
総
督

が
；
一
二
三
年
八
月
二
六
臼
に
作
成
し
た
司
祭
名
簿
に
お
い
て
は
、
複
数
の
司
祭
を
輩
出
し
て
い
る
家
族
が
多
く
認
め
ら
れ
、
そ
の
数
は
二
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

家
門
に
及
ん
で
い
る
こ
と
。
い
ま
ひ
と
つ
は
、
遺
言
書
史
料
に
お
い
て
も
、
司
祭
職
が
家
系
内
で
連
続
す
る
事
例
が
散
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

例
え
ば
、
司
祭
ヨ
ハ
ネ
ス
・
イ
ッ
セ
の
遺
言
書
で
も
息
子
の
司
祭
ヘ
マ
ヌ
エ
ル
・
イ
ッ
セ
に
対
し
て
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
家
族

内
で
司
祭
が
父
子
に
わ
た
っ
て
連
続
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
父
子
の
間
で
柏
続
が
行
わ
れ
て
い
る
事
か
ら
、
こ
の
事
例
に
お
い
て
も
司
祭
職

と
親
族
の
関
わ
り
は
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
ク
レ
タ
の
正
教
会
に
お
け
る
司
祭
職
の
世
襲
傾
向
を
指
摘
で
き
る
。

　
司
祭
職
が
世
襲
傾
向
に
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
司
祭
が
保
有
す
る
教
会
管
理
権
も
親
族
へ
の
遺
贈
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
教
会
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⑳

管
理
権
の
遺
贈
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
例
は
五
通
の
遺
言
書
に
お
い
て
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
の
す
べ
て
．
の
事
例
に
お
い
て
教
会
管
理
権
は
親

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

族
に
対
し
て
遺
贈
さ
れ
る
。
ま
ず
、
司
祭
イ
ア
ニ
・
ト
リ
カ
の
遺
言
書
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。
遺
言
者
は
息
子
で
あ
る
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

コ
レ
ト
ゥ
ス
の
肝
入
に
対
し
て
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
ブ
ル
グ
に
あ
る
聖
マ
リ
ア
・
エ
レ
ウ
シ
ア
教
会
の
管
理
権
を
分
割
相
続
す
る
こ
と
と
、
二
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
堂
下
と
遺
言
者
の
書
籍
を
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
次
に
、
司
祭
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
・
ト
ゥ
・
シ
リ
ア
ノ
の
妻
ソ
フ
ィ
ア
・

　
　
　
　
⑲

パ
パ
デ
ィ
ア
の
遺
言
書
で
は
、
ソ
フ
ィ
ア
は
遺
言
執
行
人
と
し
て
息
子
で
あ
る
司
祭
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
リ
ア
ノ
の
妻
、
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ
ィ
ア
を

指
名
す
る
と
と
も
に
、
夫
に
対
す
る
遺
贈
も
表
明
し
て
い
る
。
ま
た
息
子
に
対
し
て
は
遺
言
者
が
司
祭
ヘ
マ
ヌ
エ
ル
・
サ
ク
リ
キ
の
遺
雷
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

っ
て
贈
ら
れ
た
サ
ク
リ
キ
家
の
聖
救
世
主
教
会
と
そ
の
近
く
に
あ
る
遺
言
者
の
家
を
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
以
上
の
二
つ
の
事
例

は
、
一
方
で
は
司
祭
職
と
親
族
構
造
が
密
接
な
関
係
性
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
教
会
管
理
権
が
司
祭
と
そ
の
家
族
に
帰
属
し

て
お
り
、
家
産
と
し
て
世
襲
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
司
祭
の
親
族
関
係
に
も
と
づ
い
て
教
会
管
理
権
が
遺

贈
さ
れ
る
事
例
は
、
司
祭
の
教
区
へ
の
従
属
が
強
ま
る
と
さ
れ
る
、
一
般
的
な
中
世
後
期
の
カ
ト
リ
ッ
ク
教
区
で
は
考
え
に
く
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

　
次
に
検
討
す
る
、
司
祭
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
メ
ト
ゥ
パ
と
そ
の
妻
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ
ィ
ア
が
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
残
し
た
遺
言
書
に
お
い
て
は
、
教

会
所
有
な
ど
島
牧
に
関
わ
る
活
動
と
親
族
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
＝
二
七
六
年
四
月
二
六
日
付
け
で
作
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

さ
れ
た
、
司
祭
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
メ
ト
ゥ
パ
の
遺
言
書
を
検
討
す
る
。
こ
の
遺
言
書
で
は
妻
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ
ィ
ア
を
遺
愛
執
行
人
に
指
名
し
て

い
る
ほ
か
、
以
下
の
よ
う
に
教
会
の
遺
贈
を
表
明
し
て
い
る
。

　
　
次
い
で
私
は
先
に
述
べ
た
、
妻
に
し
て
遣
言
執
行
人
で
あ
る
寡
婦
に
対
し
て
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
キ
ウ
ィ
タ
ス
に
あ
る
聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
と
聖
ニ
コ
ラ
ウ
ス

　
　
教
会
を
彼
女
の
存
命
中
に
遺
贈
す
る
。
そ
し
て
彼
女
の
死
後
は
、
私
の
甥
で
あ
る
ル
カ
・
メ
ト
ゥ
パ
へ
遺
贈
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
ル
カ
の
死
後
は
彼
の

　
　
子
供
へ
遺
贈
す
る
よ
う
に
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
ル
カ
の
死
後
に
実
子
が
い
な
い
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
教
会
は
コ
ス
タ
ス
・
メ
ト
ゥ
パ
の
息
子
ミ
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

　
　
　
エ
ル
か
ガ
ブ
リ
エ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
次
い
で
私
の
大
福
音
書
と
金
の
母
衣
を
、
妻
で
あ
る
遺
言
執
行
人
に
遺
贈
す
る
。

司
祭
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
遺
言
書
の
中
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
点
を
、
い
く
つ
か
指
摘
し
て
お
く
。
ま
ず
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
が
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ
ィ
ア
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に
対
し
て
教
会
管
理
権
の
み
を
遺
贈
し
て
い
る
の
か
、
典
礼
な
ど
を
含
め
た
教
会
経
営
全
般
に
つ
い
て
の
継
承
を
望
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
、

ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
遺
言
書
で
は
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
な
い
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
と
マ
リ
ア
の
間
に
は
子
供
が
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

た
め
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
死
後
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ
ィ
ア
の
存
命
中
は
彼
女
に
教
会
施
設
の
管
理
権
を
委
ね
る
が
、
最
終
的
に
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
甥

で
あ
る
、
ル
カ
へ
教
会
施
設
の
管
理
権
を
遺
贈
す
る
よ
う
に
望
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
教
会
を

円
滑
に
後
世
へ
引
き
継
ぐ
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
出
身
家
門
で
あ
る
メ
ト
ゥ
パ
家
と
妻
の
双
方
に
対
し
て
細
心
の
注
意
を
払
っ
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。

　
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
死
後
に
教
会
管
理
権
を
継
承
す
る
よ
う
指
名
さ
れ
た
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ
ィ
ア
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
死
後
六
年
を
経
た
＝
二
八
二

年
に
遺
言
書
を
書
き
残
し
た
。
マ
リ
ア
は
教
会
管
理
権
や
実
際
の
教
会
管
理
に
対
す
る
態
度
を
変
化
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
変
化
が
み
ら

れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
要
因
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
マ
リ
ア
の
遺
言
書
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
最
初
に
、
私
は
上
記
の
コ
ス
タ
ス
・
メ
ト
ゥ
パ
に
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
キ
ウ
イ
タ
ス
に
あ
る
、
亡
き
私
の
夫
の
聖
ミ
カ
エ
ル
教
会
と
聖
ニ
コ
ラ
ヴ
ス
教
会
と

　
　
を
遺
贈
す
る
。
彼
が
、
私
の
証
書
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
教
会
を
、
教
会
の
本
と
大
福
音
書
と
と
も
に
所
有
で
き
る
の
は
、
以
下
の
条
件
に
し
た
が
う
場
合

　
　
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
コ
ス
タ
ス
が
ル
カ
の
娘
に
対
し
て
百
ヒ
ュ
ペ
ル
ペ
ロ
ン
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

　
　
の
結
果
、
ル
カ
の
娘
は
こ
れ
ら
の
教
会
に
対
し
、
い
か
な
る
疑
問
や
要
求
を
提
起
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
な
る
。
も
し
彼
女
が
疑
問
や
要
求
を
提
起
す
る

　
　
の
で
あ
れ
ば
、
彼
女
は
百
ヒ
ュ
ペ
ル
ペ
ロ
ン
を
受
け
取
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
コ
ス
タ
ス
は
こ
れ
ら
の
教
会
を
売
却
、
譲
渡
し
た
り
せ
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

　
　
に
、
相
続
人
か
ら
コ
ス
タ
ス
の
相
続
人
へ
向
か
っ
て
［
教
会
が
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
］
生
き
て
い
く
よ
う
に
。

マ
リ
ア
の
遺
言
書
で
は
、
い
く
つ
か
の
箇
所
に
お
い
て
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
遺
言
書
と
の
楓
違
が
認
め
ら
れ
る
。
ま
ず
、
教
会
施
設
の
管
理
権
の
継

承
者
が
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
甥
の
ル
カ
か
ら
コ
ス
タ
ス
に
変
更
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
お
そ
ら
く
ル
カ
が
亡
く
な
っ
て
い
た
た
め
に
、
マ
リ

ア
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
遺
言
に
従
っ
て
コ
ス
タ
ス
を
継
承
者
に
指
名
し
た
の
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
継
承
者
の
変
更
に
関
し
て
は
、
ニ
コ
ラ
ウ

ス
の
遺
言
書
の
前
提
を
変
え
る
も
の
で
は
な
い
。
次
に
、
マ
リ
ア
は
先
の
引
用
箇
所
に
続
く
箇
所
に
お
い
て
自
ら
の
教
会
に
関
わ
っ
た
聖
職
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者
・
修
道
士
、
計
四
域
に
対
し
て
遺
贈
す
る
こ
と
を
表
明
し
て
い
る
。
特
に
、
司
祭
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
・
カ
ル
パ
テ
ィ
オ
と
司
祭
フ
ォ
キ
ア
ヌ
ス

が
、
マ
リ
ア
の
教
会
で
ミ
サ
を
執
り
行
っ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
こ
の
二
人
に
一
醤
及
し
て
い
な
い

こ
と
か
ら
、
マ
リ
ア
の
遺
言
書
の
み
に
出
て
く
る
二
名
の
司
祭
は
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
死
後
に
マ
リ
ア
の
教
会
で
ミ
サ
を
あ
げ
て
い
た
人
物
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
遺
言
書
で
は
妻
の
出
身
家
門
に
対
し
て
言
及
し
て
い
な
い
の
に
対
し
て
、
マ
リ
ア
は
自
ら
の
出
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

家
系
で
あ
る
ア
ン
ド
リ
ア
ノ
ポ
リ
テ
ス
家
に
対
し
て
配
慮
し
て
い
る
点
も
二
つ
の
史
料
の
問
の
大
き
な
相
違
で
あ
る
。
ア
ン
ド
リ
ア
ノ
ポ
リ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ス
家
は
、
ク
レ
タ
総
督
作
成
の
聖
職
者
リ
ス
ト
に
も
上
げ
ら
れ
て
い
る
有
力
な
司
祭
家
系
の
～
つ
で
あ
る
。
マ
リ
ア
は
、
兄
弟
で
、
修
道
士
で

あ
る
ニ
コ
ラ
ウ
ス
と
ペ
ト
ル
ス
の
二
人
に
対
し
て
は
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
の
財
産
の
う
ち
、
マ
リ
ア
に
も
所
有
権
が
か
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
す
べ
て
二
人
に
遺
贈
す
る
と
し
て
お
り
、
夫
の
家
系
の
も
の
と
な
る
教
会
財
産
以
外
の
マ
リ
ア
の
財
産
に
つ
い
て
は
自
ら
の
出
身
家
系

に
託
す
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
マ
リ
ア
が
夫
で
あ
る
ニ
コ
ラ
ウ
ス
か
ら
継
承
し
た
の
は
教
会
管
理
権
の
み
で
実
際
の
司
牧
を
二
人
の
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

教
会
司
祭
に
依
頼
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
教
会
施
設
の
管
理
権
が
メ
ト
ゥ
パ
家
と
ア
ン
ド
リ
ア
ノ
ポ
リ
テ
ス
家
と
い
う
二
つ
の
司
祭

家
系
の
間
の
相
互
の
関
係
に
も
と
づ
い
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
ま
た
、
正
教
会
の
教
会
人
に
よ
る
司
祭
職
と
教
会
施
設
の
管
理
権
の
継
承
は
、
親
族
や
身
近
な
正
教
会
教
会
人
へ
の
配
慮
に
も
と
づ
い
て
行

わ
れ
て
お
り
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
人
へ
の
配
慮
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
正
教
会
の
司
牧
活
動
に
カ
ト
リ
ッ
ク
が
関
わ
っ
て
い
な
い

蓋
然
性
は
高
い
と
い
え
る
。
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二
六
通
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収
録
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
整
理
の
結
果
、
遺
言
書
史
料

　
を
比
較
的
多
く
含
む
史
料
群
も
存
在
す
る
。

⑤
§
§
鄭
d
§
い
§
ミ
§
q
ミ
§
駕
w
§
9
ミ
ミ
。
。
爲
丸
鳶
P
ω
．
9
。
国
Φ
①
（
①
e
“
ω

　
く
。
一
。
。
‘
を
器
鐵
”
α
Q
8
P
u
．
○
．
噸
一
㊤
り
G
。
（
以
下
、
§
葬
と
略
す
）
．

⑥
即
ω
簿
纂
8
其
．
．
ま
需
。
冴
墨
譜
喜
け
坤
8
窪
○
聾
Φ
く
曾
三
r
・
雪
‘
D
畠
．
言
同
α
巴
‘
。
ω

　
竃
Φ
ヨ
o
H
幽
帥
ロ
恥
償
×
H
＜
㊦
的
汐
9
㊦
．
．
”
跳
も
こ
N
§
昏
k
為
O
ミ
渚
昏
昏
Q
幽
（
竈
刈
b
。
）
も
℃
．
ω
一
〇
「
一
り

　
（
以
下
、
ω
百
事
。
拝
、
、
》
ω
需
。
房
畠
Φ
寒
冒
ω
け
ざ
①
．
ど
略
す
ご
冠
Φ
§
り
ト
ミ
§
㍉
§
誉

　
急
ミ
簿
§
・
§
9
爵
恥
嬢
§
ミ
§
謹
零
－
k
『
巴
草
N
婁
ζ
o
導
お
仁
お
一
㊤
刈
①
曽
℃
噴
．

　
一
〇
？
。
。
窃
（
以
下
、
ω
ゆ
葺
ω
o
圷
卜
織
謹
織
§
寒
雲
爲
§
§
》
と
略
す
）
．
サ
ン
ツ
キ
は
、

　
こ
れ
ら
の
遺
言
書
を
、
裁
判
関
連
の
史
料
を
抄
訳
と
し
て
刊
行
し
た
史
料
集
の
中

　
で
も
紹
介
し
て
い
る
。
肉
馨
偽
§
憂
亀
彗
心
耳
織
ミ
恥
ミ
譜
隔
§
郎
ミ
。
試
ミ
§
賓
。
。
融
・

　
N
Q
。
り
絶
井
口
ミ
專
電
題
§
b
§
譜
Q
誌
黄
賦
Φ
ヨ
（
①
卑
ア
＜
①
鮭
ω
①
』
り
蕊
■
な
お
、
本
稿

　
の
議
論
と
の
接
点
は
な
い
が
、
未
公
刊
の
ク
レ
タ
の
公
証
人
文
書
か
ら
ラ
グ
ー
ザ

　
入
の
遺
轡
書
を
抽
出
し
た
B
・
ク
レ
キ
ッ
チ
の
研
究
も
あ
る
。
じ
u
9
国
お
寓
餅

　
．
．
U
雷
騒
ぎ
○
冨
陣
Q
＞
即
鎚
σ
Q
島
o
p
≦
田
｛
8
日
置
誤
碧
蜘
＃
ω
〉
｛
齢
臼
ヨ
。
爵
．
　
§

　
史
N
§
隷
§
％
勲
ミ
醇
§
き
謹
、
駄
憩
鴨
、
象
ご
§
縁
§
し
．
ω
．
≧
げ
昌
（
＆
シ
＜
o
ピ
ト
⊃
w

　
一
8
ρ
箔
Φ
ぞ
嘱
。
蒔
も
や
鵯
ω
－
⑩
一
（
「
碧
．
一
巨
H
ぽ
拝
∪
＆
謹
§
ミ
缶
§
冨
、
謹
嵩
ミ
嵩

　
q
暮
§
い
。
§
9
N
Q
。
8
丸
窃
Q
9
≧
畠
臼
玲
o
F
一
8
メ
。
訂
唱
」
e
．

⑦
＝
二
四
八
年
に
島
島
語
数
が
増
加
し
て
い
る
理
由
と
し
て
、
ク
レ
タ
に
お
け
る

　
黒
死
病
の
流
行
が
あ
げ
ら
れ
る
。
小
ア
ジ
ア
で
の
流
行
が
　
三
四
八
年
八
月
の
こ

　
と
で
あ
っ
た
と
す
る
E
・
ザ
ッ
ハ
リ
ア
ド
ゥ
の
推
定
か
ら
、
一
三
四
八
年
八
月
以

　
降
、
ク
レ
タ
で
も
流
行
が
始
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
国
．
〉
．
N
簿
。
ぎ
ユ
匿
o
F

　
ぎ
譜
§
職
Q
琴
無
譜
．
ぎ
ミ
§
曽
Q
M
ミ
馬
ミ
ミ
琳
ぎ
肉
§
腎
ミ
跨
駄
ミ
§
鷺
急
恥
§
蹴
郎
9
ミ
醤

　
貸
恥
0
9
N
へ
N
9
＜
Φ
巳
o
P
巳
Q
Q
Q
。
甲
℃
■
綬
．

⑧
円
げ
賦
Φ
け
ト
織
沁
§
§
鑓
建
§
馬
翫
§
糞
薯
』
零
よ
ρ
な
お
、
一
六
世
紀
の
年
代
記

　
は
～
万
三
千
人
強
の
人
口
を
想
定
し
て
い
る
。
入
口
変
動
を
考
慮
し
て
も
、
一
万

　
人
前
後
の
入
口
規
模
を
想
定
す
る
こ
と
が
妥
当
だ
ろ
う
。
○
ぐ
D
o
お
。
℃
o
巳
o
F
号

　
加
計
唱
誌
Q
◎
■
”
o
■
笛
。
。
．

⑨
こ
の
事
実
は
、
ク
レ
タ
の
遺
言
制
度
で
は
宗
教
団
体
へ
の
不
動
産
寄
進
が
認
め

　
ら
れ
な
い
と
す
る
サ
ン
ツ
キ
の
見
解
を
裏
付
け
て
い
る
。
ω
帥
馨
ω
。
拝
、
．
》
。
・
需
。
諾

　
q
Φ
訂
甘
。
。
口
8
、
．
甲
ワ
ω
峯
h

⑩
ギ
リ
シ
ア
語
で
筆
記
さ
れ
た
公
正
証
書
に
つ
い
て
は
、
M
・
マ
ヌ
サ
カ
ス
が
紹

　
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
ギ
リ
シ
ア
語
公
証
人
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
テ
ズ
が
事
例
を

　
紹
介
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
現
存
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
公
正
証
書
は
｝
五
世
紀
以
降

　
の
も
の
が
中
心
と
な
り
、
残
存
数
も
少
な
い
た
め
に
本
稿
に
お
け
る
考
察
と
は
し

　
な
い
。
ζ
．
H
．
蜜
睾
。
器
ω
鷲
ゆ
ρ
、
、
じ
目
罫
」
≦
葺
く
O
d
R
℃
藁
ス
9
身
巻
ρ
も
9
お
謹
山
晶
幽
①

　
9
試
ひ
d
9
》
a
》
耳
ざ
ぼ
d
o
d
9
℃
8
。
。
8
¢
H
o
G
＞
o
ひ
ス
ρ
d
ゴ
の
囲
℃
5
8
」
の
．
．
り

　
9
q
§
身
銭
ミ
黛
ω
（
罵
①
膳
）
』
ら
。
山
O
い
。
w
9
．
〉
．
ζ
聾
Φ
N
。
～
．
．
℃
。
H
鼠
津
。
＝
冨

　
瓢
。
＄
q
冒
穿
①
ピ
讐
写
色
身
Φ
恥
○
掃
Φ
犀
即
Φ
α
Q
δ
霧
。
｛
9
㊦
哨
。
自
浄
㊦
㊦
p
跨
0
㊦
昌
嘗
蔓
．
．
”

　
一
R
O
題
ら
ミ
ら
ミ
鴨
ミ
ミ
さ
蹄
黛
、
誉
、
聖
N
ミ
o
N
潟
§
謎
ド
≦
．
ω
①
沸
算
（
⑦
鮮
y
＜
δ
昌
目
♪

　
一
8
ρ
℃
ワ
郎
甲
讐
．

⑪
ク
レ
タ
で
は
、
少
な
く
と
も
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
公
会
議
の
余
波
を
受
け
て
ユ
ニ

　
ア
ー
ト
運
動
が
盛
り
上
が
る
一
四
五
〇
年
代
ま
で
、
ギ
リ
シ
ア
語
典
礼
を
用
い
る

　
の
は
正
教
会
の
教
会
人
だ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
0
ダ
〉
■
《
疑
Φ
N
o
F

　
．
、
日
冨
国
里
8
ほ
。
巴
雪
山
ω
o
鼠
p
一
〇
〇
馨
Φ
醇
．
．
“
冨
”
卜
蹄
ミ
§
ミ
、
鴨
§
鉱
勢
象
龍
竜
註

　
沁
§
ミ
鍵
§
亀
O
ミ
魯
】
）
．
国
。
犀
。
目
（
①
伍
■
￥
O
帥
ヨ
謬
錯
α
q
Φ
狽
㊤
り
ど
で
』
。
。
｛
（
以
下
、

　
ζ
四
一
8
N
o
F
、
．
日
冨
空
。
。
8
回
ざ
瓢
き
山
ω
o
o
一
四
一
〇
〇
葺
Φ
暴
．
ど
略
す
y
↓
㌶
数
Φ
F
卜
亀

　
沁
。
ミ
ミ
賦
鴨
忌
、
ミ
馬
§
ミ
甲
℃
．
さ
Q
O
押
p
o
．
ω
．

⑫
§
N
黄
芝
田
峯

⑬
導
ミ
》
多
目
δ
心
・

⑭
ミ
罫
ヨ
＝
H
ρ

⑮
§
罫
ヨ
騨
①
回
。
。
．

⑯
大
司
教
、
司
教
以
下
の
聖
堂
参
事
会
員
の
構
成
は
、
正
確
に
は
明
ら
か
で
は
な

　
い
。
フ
ェ
ダ
ル
ト
は
ラ
テ
ン
人
支
配
下
の
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル
の
聖
ソ
フ
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イ
ア
教
会
の
聖
堂
参
事
会
員
を
分
析
し
た
結
果
、
非
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
人
の
聖
職
者

　
を
排
除
す
る
動
き
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
＝
二
世
紀
前
半
の
カ
ン
デ
ィ
ア
の
聖

　
堂
参
事
会
も
同
様
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
カ
ン
デ
ィ
ア
を

　
中
心
と
し
た
島
東
部
の
司
教
区
で
は
正
教
会
司
教
登
用
の
問
題
が
起
き
て
い
な
い

　
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
フ
ェ
ダ
ル
ト
に
従
っ
て
、
聖
堂
参
事
会
の
カ
ト
リ
ッ
ク
に

　
よ
る
占
有
が
一
四
世
紀
に
お
い
て
も
維
持
さ
れ
て
い
た
と
の
立
場
を
と
る
。

　
閃
a
既
齢
P
、
．
い
p
o
ぼ
Φ
銘
田
野
ぎ
粋
m
9
①
冨
．
．
》
唱
．
一
器
．

⑰
頸
ミ
避
芝
田
日
μ
霧
。
。
甲
ω
b
。
♪
。
。
ω
伊
ω
。
。
押
鴇
ρ
禽
。
。
．
清
貧
を
掲
げ
る
托
鉢
修
道

　
会
±
が
多
く
を
占
め
る
ク
レ
タ
教
会
に
お
い
て
、
教
会
人
の
財
産
を
継
承
す
る
た

　
め
に
文
書
を
残
す
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
教
会
に
財
を
寄
進
す
る
の
な
ら

　
ば
、
世
俗
の
公
証
人
に
遺
言
書
を
依
頼
す
る
必
要
性
は
低
く
な
る
。

⑱
ア
ル
カ
デ
ィ
ア
の
聖
堂
参
事
会
員
、
司
祭
ル
カ
・
ム
ダ
ッ
ツ
ィ
オ
と
ゲ
ラ
ペ
ト

　
う
の
大
司
里
長
、
司
祭
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
フ
ス
キ
の
二
名
。
奪
ミ
叩
≦
巳
器
♪

　
認
も
Q
．

⑲
奪
其
ヨ
＝
誉
b
。
①
。
。
り
ω
。
。
ド

⑳
奪
§
叢
国
高
野

⑳
　
ニ
コ
ラ
（
ウ
ス
）
・
ア
ガ
ピ
ト
ス
の
遺
言
書
と
ソ
フ
ィ
ア
の
遺
雷
獣
の
比
較
か

　
ら
、
ソ
フ
ィ
ア
の
兄
弟
は
一
人
で
あ
り
、
ニ
コ
ラ
（
ウ
ス
）
と
ニ
コ
ラ
ウ
ス
は
同

　
～
入
物
の
可
能
性
が
商
い
。

⑫
§
卸
≦
質
邑
り
9

⑱
6
。
。
昌
ゆ
島
ρ
＝
尋
ρ
q
§
蚤
9
．
．
り
署
鳥
？
。
。
O
．

⑳
§
N
賢
≦
窪
ミ
メ

⑳
　
史
料
で
は
門
教
会
を
遺
贈
す
る
」
こ
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
、

　
実
際
に
建
築
物
の
管
理
権
の
み
の
遺
贈
を
指
す
の
か
、
敷
地
な
ど
教
会
付
属
の
土

　
地
財
産
を
含
め
る
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
遺
言
轡
史
料
に
お
い
て
教
会

　
や
宗
教
団
体
へ
の
土
地
財
産
の
寄
進
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
本
稿

　
で
は
、
少
な
く
と
も
教
会
施
設
の
管
理
権
に
つ
い
て
は
遣
贈
の
対
象
と
な
っ
て
い

　
る
と
考
え
る
。

⑱
　
ツ
ィ
ル
パ
ン
リ
ス
は
イ
ア
ニ
・
ト
リ
カ
自
身
も
司
祭
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
・
ト
リ
カ

　
の
息
子
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
↓
ω
一
壱
留
日
グ
．
、
Z
貯
q
8
p
莞
〔
偉
．
．
▼
℃
．

　
謬
．

⑳
都
市
カ
ン
デ
ィ
ア
は
、
市
隠
内
の
旧
市
街
で
あ
る
キ
ヴ
ィ
タ
ス
と
、
市
壁
外
に

　
廷
伸
さ
れ
た
新
市
街
で
あ
る
ブ
ル
グ
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

⑳
　
起
N
登
≦
謹
ホ
P
た
だ
し
、
イ
ア
ニ
・
ト
リ
カ
は
息
子
が
司
祭
職
に
就
く
か

　
ど
う
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
教
会
施
設
の
管
理
権
を
遺
贈
す
る
と
表
明
し
て
い
る
。

　
こ
の
こ
と
は
寺
入
で
あ
っ
て
も
教
会
施
設
の
管
理
権
を
保
有
す
る
可
能
性
は
十
分

　
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
貴
族
で
あ
る
ゲ
オ
ル
ギ
ウ

　
ス
・
ゼ
ノ
が
正
教
会
の
教
会
施
設
の
管
理
権
を
保
有
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。

　
奪
ミ
リ
≦
謹
紹
メ
《
o
閤
①
ρ
匙
．
ら
卸
ワ
↑
罠
．
た
だ
し
、
ゲ
オ
ル
ギ
ウ
ス
・
ゼ
ノ
は

　
保
有
す
る
教
会
に
対
し
て
正
教
会
司
祭
を
充
て
る
よ
う
遺
言
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

　
俗
人
が
教
会
施
設
の
管
理
権
を
持
つ
場
合
で
も
二
教
会
分
立
の
原
則
は
守
ら
れ
て

　
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑲
　
司
祭
の
妻
や
寡
婦
は
夫
や
実
家
の
家
門
名
を
名
乗
ら
ず
、
パ
パ
デ
ィ
ア
矧
巷
卑

　
傷
冨
と
名
乗
る
。

⑳
葦
N
登
≦
臼
①
㊤
ρ

⑳
こ
の
人
物
は
、
司
祭
ヨ
ハ
ネ
ス
・
シ
リ
ア
ノ
の
妻
で
あ
る
、
マ
リ
ア
・
パ
パ
デ

　
ィ
ァ
と
は
別
人
で
あ
る
。

⑳
　
N
い
ミ
”
妻
旺
謡
ω
．

⑳
串
§
、
．
H
審
旨
島
日
葺
。
感
欝
環
。
H
冨
片
8
白
ヨ
。
。
鑓
冨
ヨ
Φ
①
く
哉
¢
碧
離
ヨ
＄
ω

　
Φ
。
。
｝
①
。
。
奮
ω
昏
。
鼠
鼠
陣
。
訂
Φ
財
6
。
g
ω
掌
・
湾
鼠
顎
。
。
藝
で
。
し
。
津
田
。
。
貯
9
く
冨
8

　
0
碧
山
凱
Φ
郎
ω
ρ
器
巴
く
詳
節
ヨ
鈴
蝉
導
黒
眉
。
巽
。
謀
ε
日
ω
葛
煙
し
。
一
昌
浄
じ
β
8

　
竃
Φ
9
冨
B
憩
9
貯
ヨ
Φ
溜
簿
℃
o
し
・
浄
ヨ
。
溝
①
ヨ
象
9
い
自
8
。
・
画
論
瓜
藻
。
罎
ヨ
し
。
き
凄
旨

　
く
Φ
凄
ヨ
鼠
ヨ
魯
。
り
一
象
。
ε
ω
い
き
げ
帥
。
。
げ
。
窪
9
。
。
偉
。
鯉
口
訂
ぴ
Φ
鷺
山
暴
ε
ρ
玖
導

　
島
。
器
①
0
9
Φ
ω
冨
鼠
8
訂
色
一
ψ
＜
㊦
一
〇
書
比
。
一
冨
毘
δ
毎
ヨ
O
o
ω
帯
鼠
Φ
ε
冨
」
齢
Φ
日
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縣
巨
琴
ω
巷
【
霧
。
蕃
習
：
×
9
禽
8
B
巳
ω
弩
δ
落
①
ヨ
Φ
舅
慧
σ
q
自
巨
茸
琶

　
①
＜
営
α
Q
①
出
。
崔
讐
審
ヨ
窓
。
。
§
き
一
。
器
磐
お
霧
．
．
．

⑭
ミ
罫
≦
騨
刈
。
。
b
。
博
ま
貯
冨
巨
。
。
象
昆
ぎ
。
。
巷
8
ω
。
巻
ε
○
塗
①
竃
Φ
2
窟

　
Φ
a
Φ
ω
野
ω
き
。
江
器
。
訂
Φ
誹
象
の
碧
。
ユ
罫
8
巨
ρ
β
。
巳
禽
。
ヨ
蝕
。
二
日
2
爵
館

　
唱
。
。
。
冨
。
。
ぎ
。
ぎ
璽
⑦
O
雪
匹
置
p
ω
＝
甥
鋤
。
。
訂
げ
Φ
冨
℃
。
競
Φ
ε
臼
。
舞
§
昆
同

　
傷
三
段
畠
霧
g
ヨ
臣
冨
匹
陣
。
邸
¢
ヨ
Φ
巳
①
ω
聾
毒
簿
。
信
ヨ
舞
謎
。
凄
「
。

　
⑦
＜
磐
α
Q
Φ
ぽ
≡
β
。
旨
募
冨
5
曾
8
巳
三
。
鼠
げ
歩
ρ
爆
巳
創
ζ
葛
0
8
蕩
紆
「
Φ

　
儀
Φ
び
⑦
讐
欝
Φ
営
8
ζ
偉
巷
β
。
巻
①
壱
Φ
鑓
8
p
ε
欝
羅
曾
。
価
象
。
島
田
置

　
ω
巷
「
器
9
實
9
8
口
8
｛
。
。
翼
p
耳
旨
ヨ
ρ
二
巴
。
器
量
＜
㊥
＝
8
昏
誌
。
器
ヨ

　
箕
。
象
。
牙
Φ
8
寓
蔚
■
国
け
ω
竃
Φ
。
9
戸
p
8
訂
σ
＄
凱
一
g
3
も
費
需
田
。
Φ
翼
舞
マ
露

　
曾
。
伍
蝕
。
ε
。
。
O
。
。
。
霧
8
ε
。
ω
障
象
。
霧
Φ
a
㊦
。
。
鶉
く
①
p
匹
Φ
お
く
色
聾
①
屋
お
ω
巴

　
層
。
8
号
三
簿
田
畠
g
匹
。
ゲ
①
H
Φ
象
9
ω
ぎ
ぎ
H
＆
o
ω
霊
。
ω
．
．
．

⑳
　
遺
雷
書
史
料
集
の
中
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
、
ペ
ト
ル

　
ス
、
ヴ
ァ
シ
リ
ウ
ス
の
四
名
の
ア
ン
ド
リ
ア
ノ
ポ
リ
テ
ス
家
を
名
乗
る
教
会
人
を

　
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
少
な
く
と
も
一
鰯
世
紀
の
ク
レ
タ
で
は
、
司
祭
を
墾

　
出
す
る
家
系
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

⑳
　
日
ω
冒
冨
巳
一
。
。
▼
塁
塞
ヨ
9
8
。
。
｛
9
唱
「
謡
・
な
お
、
こ
の
史
料
で
は
マ
リ
ア
の
父
と

　
思
わ
れ
る
バ
シ
レ
オ
ス
・
ア
ン
ド
リ
ア
ノ
ポ
リ
テ
ィ
ス
の
名
前
を
確
認
で
き
る
。

⑰
　
女
性
が
教
会
管
理
権
に
遺
贈
を
受
け
る
場
合
に
、
白
面
活
動
を
別
の
司
祭
に
依

　
頼
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
別
の
遣
言
書
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。

　
ヨ
葬
≦
巳
一
〇
。
㊤
■

中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

第
三
章
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
検
討

　
第
一
章
と
第
二
章
の
考
察
か
ら
、
一
四
世
紀
に
は
す
で
に
二
教
会
制
の
分
離
的
な
枠
組
み
が
制
度
的
に
も
社
会
的
に
も
成
立
し
て
い
る
高
い

蓋
然
性
が
示
さ
れ
た
。
本
章
で
は
、
教
会
組
織
が
掌
握
す
る
俗
人
信
徒
団
体
で
あ
る
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
身
分
階
層
化
さ
れ
て
い
た
の
か
ど

う
か
を
検
証
す
る
。
テ
ィ
リ
エ
は
貴
族
と
都
市
民
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
都
市
住
民
の
ほ
と
ん
ど
を
カ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
り
、
「
ラ
テ
ン
人
」

と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
都
市
域
に
お
い
て
も
正
教
会
の
教
会
人
が
多
く
活
動
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
そ
の
受
け
皿
と
な
る
正
教
会
の
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
存
在
を
十
分
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
、
都
市
内
部
に
お

け
る
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
不
一
致
を
指
摘
し
た
マ
ッ
キ
ー
の
研
究
を
再
検
討
し
、
身
分
秩
序
と
教
会
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
と
の
関
連
性
を
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
マ
ッ
キ
ー
は
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
遺
雷
書
を
分
析
し
た
の
か
を
、

明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
第
一
節
で
は
、
本
章
に
お
け
る
教
会
組
織
に
つ
い
て
の
定
義
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
鳥

撃
以
降
、
遺
言
者
の
身
分
と
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
相
関
性
を
考
察
す
る
。
第
二
節
に
お
い
て
は
数
量
的
に
考
察
し
、
さ
ら
に
、
第
二
節
の
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考
察
を
補
う
た
め
に
、

で
考
察
す
る
。

第
三
節
で
は
教
会
コ
ミ
ュ
一
一
テ
ィ
を
超
え
る
動
き
を
み
せ
る
遺
言
書
に
着
顕
し
て
、
遺
言
書
の
記
述
内
容
に
踏
み
込
ん

92 （270）

（【

j
教
会
組
織

　
ま
ず
、
教
会
組
織
を
定
義
し
て
お
こ
う
。
正
教
会
の
教
会
組
織
を
特
定
す
る
た
め
に
は
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
第
二
章
、
第
一
節
に
お
い
て

検
討
し
た
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
語
の
典
礼
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
教
会
人
が
遺
言
書
の
中
で
雷
及
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
れ
を
正
教
会

が
言
及
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
で
、
遺
言
書
史
料
に
お
い
て
は
教
会
人
が
言
及
さ
れ
ず
に
教
会
施
設
の
み
が

言
及
さ
れ
る
事
例
も
散
見
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
遺
言
書
史
料
に
お
い
て
教
会
施
設
が
言
及
さ
れ
る
場
合
、
相
続
人
や
遺
言
執
行
人
な

ど
遺
言
書
の
読
み
手
が
分
か
る
程
度
の
簡
単
な
名
称
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
所
在
地
な
ど
の
教
会
施
設
を
特
定
す
る
た
め
の
情
報
は
分
か

ら
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
あ
り
方
を
よ
り
精
緻
に
理
解
す
る
た
め
に
は
遺
言
書
史
料
に
み
ら
れ
る
教
会
施
設

を
ト
ポ
グ
ラ
フ
ィ
研
究
に
照
ら
し
て
整
合
的
に
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、

本
稿
で
は
教
会
人
が
俗
人
の
遺
言
書
に
お
い
て
言
及
さ
れ
て
い
る
場
合
を
、
正
教
会
が
言
及
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
定
義
す
る
。
一
方
で
、

カ
ト
リ
ッ
ク
の
司
牧
活
動
の
主
体
と
し
て
は
、
大
司
教
座
で
あ
る
聖
テ
ト
ス
教
会
と
托
鉢
修
道
会
の
二
者
が
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
遺
言
書

史
料
に
お
い
て
俗
人
が
聖
テ
ト
ス
教
会
に
遺
贈
す
る
場
合
、
俗
人
団
体
で
あ
る
聖
テ
ト
ス
の
信
心
会
。
8
σ
q
お
σ
q
巴
。
に
遺
贈
が
集
中
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

司
教
座
聖
堂
に
対
し
て
遺
贈
が
な
さ
れ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
信
心
会
に
つ
い
て
は
な
お
考
察
の
余
地
が
あ
る
が
、
本
章
で
は
、
遺
言
書
に

お
い
て
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
直
接
的
な
依
頼
・
遺
贈
が
な
さ
れ
て
い
る
事
例
と
し
て
、
托
鉢
修
道
会
に
対
し
て
依
頼
・
遺
贈
が
な
さ
れ
る
場
合
の

み
を
考
え
る
。



（
二
）
　
遣
言
者
の
身
分
と
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

中世後期クレタにおける教会とコミュニティ（高田）

　
遺
言
書
史
料
に
も
と
づ
い
て
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
一
致
し
な
い
と
指
摘
し
た
マ
ッ
キ
ー
の
研
究
は
、

教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
身
分
秩
序
に
し
た
が
っ
て
階
層
化
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
関
し
て
は
述
べ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
マ
ッ

キ
ー
は
一
四
世
紀
ク
レ
タ
の
身
分
秩
序
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
材
料
と
な
り
う
る
、
貴
族
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
本
節
で
は
、

マ
ッ
キ
ー
の
貴
族
論
を
援
用
す
る
か
た
ち
で
、
貴
族
・
非
貴
族
を
区
別
す
る
た
め
の
基
準
を
定
め
て
お
く
。

　
ビ
ザ
ン
ツ
統
治
期
に
は
、
ア
ル
コ
ン
と
農
民
の
二
つ
の
身
分
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
ク
レ
タ
社
会
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
統
治
下
で
大
き
く
変

容
し
た
。
ま
ず
、
一
三
世
紀
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
コ
ム
ー
ネ
と
の
間
に
封
建
誓
約
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
封
地
を
獲
得
し
た
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
か
ら
の
移
住
者
で
あ
る
貴
族
・
都
市
民
を
中
心
と
し
て
、
そ
こ
に
婚
姻
関
係
に
よ
っ
て
一
部
の
ア
ル
コ
ン
が
結
合
す
る
形
で
一
四
世
紀
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

封
地
保
有
と
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
生
じ
る
義
務
を
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
核
と
す
る
貴
族
層
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、
一
方
で
ヴ
ェ
ネ

ツ
ィ
ア
統
治
下
に
お
け
る
港
湾
都
市
の
成
長
は
、
都
市
民
の
台
頭
を
促
し
た
。
こ
う
し
た
社
会
上
層
の
人
々
を
含
む
か
た
ち
で
、
～
六
世
紀
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

か
け
て
貴
族
家
門
の
閉
鎖
化
が
進
行
し
、
貴
族
と
都
市
民
、
農
民
の
三
身
分
が
確
立
し
て
い
く
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
四
世
紀
の
ク
レ

タ
に
お
い
て
は
、
貴
族
と
都
市
民
と
の
境
界
線
は
制
度
的
に
な
お
厳
密
で
は
な
い
。
貴
族
家
門
の
形
成
の
途
上
に
あ
る
一
四
世
紀
の
身
分
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

を
考
え
る
た
め
に
、
マ
ッ
キ
ー
は
同
時
代
の
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
研
究
を
援
用
し
、
公
職
を
負
担
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
も
と
つ
い
て
、

家
門
名
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
核
家
族
集
団
で
あ
る
貴
族
家
門
を
同
定
す
る
作
業
を
行
っ
た
。
彼
女
の
作
業
を
さ
ら
に
細
か
く
見
る
と
、
具
体

的
に
は
、
以
下
の
四
つ
の
作
業
に
も
と
づ
い
て
貴
族
層
を
把
握
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
①
一
二
＝
年
の
入
植
認
可
状
に
お

い
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
と
誓
約
を
交
わ
し
て
、
騎
士
と
し
て
任
じ
ら
れ
て
い
る
家
門
、
②
～
三
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
の
ク
レ
タ
大
議
会
の

議
席
名
簿
に
お
い
て
確
認
で
き
る
家
門
、
③
ア
ル
コ
ン
（
カ
レ
ル
ギ
ス
家
）
、
④
①
－
③
の
中
で
、
遺
言
書
に
お
け
る
分
与
対
象
財
産
が
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

い
人
物
、
の
四
つ
の
基
準
に
よ
っ
て
遺
言
者
を
分
析
し
た
。
こ
の
、
マ
ッ
キ
ー
の
一
連
の
作
業
の
中
で
は
、
遺
言
書
史
料
か
ら
富
裕
者
を
析
出
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し
て
い
る
点
に
対
し
て
疑
問
が
生
じ
る
。
遺
言
書
史
料
は
財
の
配
分
の
た
め
の
史
料
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
財
産
総
額
を
示
す
史
料
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

た
め
に
、
遺
言
書
の
財
産
総
額
に
も
と
づ
い
て
実
質
的
な
貴
族
層
を
遺
言
者
か
ら
割
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
こ
の
た
め
本
稿
で
は
公
職
を
負

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

担
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
家
門
の
出
身
者
と
、
そ
の
よ
う
な
家
門
出
身
者
の
配
偶
者
と
に
よ
っ
て
貴
族
身
分
を
規
定
す
る
。

　
次
に
、
貴
族
と
定
義
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
の
、
社
会
的
上
層
に
位
置
す
る
と
考
え
ら
れ
る
人
々
が
存
在
し
た
。
ま
ず
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ

ア
出
身
山
Φ
く
①
口
Φ
蝕
ω
な
い
し
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
市
民
9
鼠
ω
＜
Φ
需
口
鋤
毎
津
と
名
乗
っ
て
い
る
人
々
で
あ
る
。
彼
ら
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
ク
レ

タ
に
や
っ
て
き
て
か
ら
世
代
を
経
て
い
な
い
人
物
も
し
く
は
短
期
滞
在
者
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ク
レ
タ
の
貴
族
と
は
異
な
る
意
識
に
も
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

つ
い
て
行
動
し
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
こ
う
し
た
人
々
を
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
者
と
定
義
す
る
。
次
に
、
貴
族
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
者
以

外
で
遺
言
書
を
作
成
し
て
い
る
人
々
も
一
様
な
集
団
で
は
な
い
。
金
工
や
石
工
、
大
工
な
ど
の
手
工
業
者
や
公
証
人
は
、
都
市
昆
、
中
小
貴
族
、

双
方
と
の
つ
な
が
り
を
と
も
に
想
定
し
う
る
。
法
的
に
は
手
工
業
者
と
中
小
の
貴
族
を
隔
て
る
身
分
的
障
壁
は
存
在
し
な
か
っ
た
た
め
、
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

に
手
工
業
者
と
貴
族
の
双
方
で
家
門
名
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
家
門
も
複
数
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
貴
族
家
門
名
を
持
つ
手
工
業
者
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

つ
い
て
は
、
貴
族
な
い
し
都
市
民
の
ど
ち
ら
か
に
区
分
す
る
こ
と
は
避
け
る
。
ま
た
、
書
記
宮
な
ど
の
公
職
に
就
任
す
る
こ
老
に
よ
っ
て
身
分

上
昇
を
果
た
し
う
る
公
証
人
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
し
た
貴
族
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
者
、
貴
族
家
門
名
を
持
つ
手
工

業
者
以
外
の
家
門
名
を
持
つ
人
物
を
都
市
民
と
し
て
定
義
す
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
を
法
的
に
は
っ
き
り
と
し
た
存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は

難
し
い
⑫
そ
の
室
名
か
ら
ギ
リ
シ
ア
系
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
イ
タ
リ
ア
系
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
・
ま
ず

ギ
リ
シ
ア
系
の
都
市
民
に
つ
い
て
は
、
十
分
存
在
を
想
定
で
き
る
も
の
の
、
ク
レ
タ
で
は
非
ア
ル
コ
ン
の
ギ
リ
シ
ア
系
に
つ
い
て
の
議
論
が
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

分
に
進
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、
家
門
名
か
ら
彼
ら
を
同
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
次
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
家
門
の
中
で
は
家
門
名
を

確
認
で
き
る
が
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
っ
て
お
ら
ず
、
・
ま
た
ク
レ
タ
に
お
け
る
公
職
へ
の
就
任
も
確
認
で
き
な
い
家
門
も

存
在
し
た
。
こ
う
し
た
家
門
の
遺
言
者
を
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
国
の
申
小
貴
族
家
門
出
身
者
が
ク
レ
タ
に
移
住
し
て
数
世
代
を
経
た
の
ち
非
貴

族
化
し
て
い
る
と
考
え
て
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
者
と
は
区
別
し
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
と
す
る
。
最
後
に
、
家
門
名
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
以
外
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表②　カトリックコミュニテ

　　を構成する俗人の身分
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
イ
タ
リ
ア
出
身
者
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
々
が
存
在
し
た
。
こ
う
し
た
人
物
を
イ
タ
リ
ア
系
と
す
る
。

　
家
門
名
と
身
分
と
の
関
係
を
以
上
の
よ
う
に
前
提
し
た
う
え
で
、
俗
人
の
遺
図
書
に
お
け
る
、
正
教
会
の
言
及
数
を
集
計
し
た
も
の
を
表
①

と
し
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
言
及
数
を
表
②
と
し
て
集
計
し
た
。
表
①
と
表
②
を
比
較
す
る
と
、
両
者
の
構
成
に
は
い
く
つ
か
の
差
異
が
認
め
ら

れ
る
。
ま
ず
、
表
②
で
は
一
八
通
確
認
で
き
る
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
者
を
、
表
①
に
お
い
て
は
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
か
ら
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
か
ら
ク
レ
タ
に
渡
航
し
て
盤
代
を
経
て
い
な
い
人
物
が

イ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

表①　正教会コミュニティを構

　　　成する妻入の身分

身　分 遺言書数

貴族 198通

　　都市民

iヴェネッィァ系）

@（イタりア系）

56通

i9通）

i8通）

ヴェネツィア出身者 18通

貴族家門名の手工業者 2通

公誕人 2通

出自不明 1通

計 278通

身　分 遺言書数

　　都市民

iヴェネツィア系）

@（イタリア系）

5工逓

i7通）

iユ通）

貴族 45通

貴族家門名の手工業者 2通

公証人 1通

計 gg通

表①，表②ともWilZs　f？・om　Late　Medieval　Veiietianσ？’ete，1312－1420，

　McKee（ed．），3vols．，　Washington，　D，　C．，1998収録の遺言書史料にも

　ついて作成。

正
教
会
と
関
係
を
持
つ
こ
と
は
ご
く
稀
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
次
に
、
表
①
で
は

都
市
民
と
貴
族
が
遺
言
者
と
な
っ
て
い
る
事
例
が
ほ
ぼ
同
数
に
の
ぼ
る
の
に
対
し
、

表
②
で
は
貴
族
が
史
料
母
体
中
の
遺
言
者
の
七
割
を
占
め
、
都
市
民
の
割
合
は
二
割

弱
に
と
ど
ま
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
貴
族
を

彫
心
に
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
正
教
会
の
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
は
貴
族
の
占
め
る

割
合
は
低
か
っ
た
。

　
一
方
で
、
貴
族
と
都
市
民
は
そ
れ
ぞ
れ
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
双
方
と
関

わ
り
う
る
存
在
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、
貴
族
と

都
市
民
の
遺
財
書
を
よ
り
詳
細
に
分
析
し
て
お
こ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
双

方
に
言
及
し
て
い
る
遺
言
者
は
二
〇
名
に
の
ぼ
る
が
、
全
員
が
貴
族
の
家
門
名
を
持

つ
。
次
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
遺
贈
す
る
遺
言
者
と
正
教
会
に
遺
贈
す
る
遺
言
者
と
を

と
も
に
含
む
一
三
家
門
に
注
目
す
る
と
、
そ
の
う
ち
二
九
家
門
が
貴
族
で
あ
り
、
カ

レ
ル
ギ
ス
家
、
コ
ル
ナ
リ
オ
家
、
ダ
ン
ド
田
家
、
グ
ラ
ド
ニ
ゴ
家
、
ク
ィ
リ
ー
ノ
家
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

ヴ
ェ
ネ
リ
オ
家
な
ど
の
有
力
貴
族
家
門
も
含
ま
れ
て
い
る
。
一
方
で
都
市
民
の
中
で
、
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カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
双
方
が
遺
言
に
」
関
わ
っ
て
い
る
家
門
は
二
家
門
し
か
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
中
で
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

家
門
を
一
家
門
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
系
の
家
門
名
を
持
つ
家
門
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
貴
族

層
で
は
遺
言
書
の
多
く
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
対
す
る
遺
贈
を
表
明
す
る
が
、
併
せ
て
正
教
会
に
言
及
し
て
い
る
事
例
も
少
な
か
ら
ず
確
認
で
き
る
。

し
か
し
、
都
市
民
の
遺
言
書
で
は
ど
ち
ら
か
の
教
会
へ
の
言
及
に
隈
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
貴
族
層
が
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
教

会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
双
方
に
関
わ
る
事
例
が
相
当
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
貴
族
と
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
の
間
の
完
全
な
一
致
を

指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
都
市
民
の
遺
言
書
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
フ
ミ
ュ
ニ
テ
イ
を
超
え
る
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
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（
三
）
　
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
こ
え
る
動
き

　
前
節
の
考
察
で
は
、
貴
族
の
多
く
が
カ
ト
リ
ッ
ク
に
関
わ
る
中
で
、
正
教
会
に
言
及
し
て
い
る
貴
族
の
遺
言
書
も
相
当
数
み
と
め
ら
れ
る
こ

と
を
確
認
し
た
。
数
量
的
に
は
、
貴
族
は
基
本
的
に
カ
ト
リ
ッ
ク
を
重
視
し
な
が
ら
、
正
教
会
に
も
配
慮
す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
傾
向
に
す
ぎ
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
双
方
に
対
し
て
遺
贈
す
る
貴
族
の
行
動
を
個
別
に
検
討
す
る

中
で
は
、
正
教
会
を
重
視
し
な
が
ら
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
も
配
慮
す
る
姿
勢
を
み
せ
る
動
き
の
方
が
多
数
を
占
め
て
い
た
可
能
性
も
捨
て
さ
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、
遺
言
書
の
記
述
内
容
に
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
こ
え
る
動
き
を
分
析
し
て
お
き
た
い
。

　
俗
人
の
遺
雷
書
に
お
け
る
正
教
会
へ
の
言
及
内
容
と
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
言
及
内
容
と
の
問
に
は
質
的
な
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
俗

人
の
遺
言
書
の
中
で
正
教
会
が
言
及
さ
れ
て
い
る
事
例
を
検
討
す
る
と
、
大
き
く
は
以
下
の
八
項
目
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
遺
言
者
が
ミ
サ
・
祈
濤
を
依
頼
し
て
い
る
事
例

　
②
遺
言
者
が
祈
濤
盟
約
者
名
簿
へ
の
記
入
を
依
頼
し
て
い
る
事
例

　
③
遺
言
者
が
埋
葬
を
依
頼
し
て
い
る
事
例

　
④
教
会
人
が
副
署
人
、
証
人
と
し
て
遺
雷
書
に
署
名
し
て
い
る
事
例
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⑤
遺
言
者
が
遺
言
執
行
人
と
し
て
教
会
人
を
指
名
し
て
い
る
事
例

⑥
教
会
人
が
遣
言
者
の
親
族
と
し
て
財
産
分
与
を
受
け
て
い
る
事
例

⑦
遺
言
者
が
使
用
人
で
あ
っ
た
修
道
女
に
対
し
て
遺
贈
し
て
い
る
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

⑧
遺
言
者
が
教
会
人
に
対
し
て
遺
贈
の
み
を
表
明
し
て
い
る
事
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

こ
の
他
に
、
遺
言
者
が
司
祭
を
従
属
身
分
か
ら
解
放
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
事
例
や
、
遺
言
書
の
作
成
に
司
祭
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
を

あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
言
及
項
目
に
つ
い
て
は
、
教
会
人
が
俗
人
の
死
後
の
典
礼
に
関
わ
っ
て
い
る
か
否
か
で
二
分
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
ま
ず
、
遺
言
者
が
正
教
会
に
対
し
て
死
後
に
典
礼
を
行
う
よ
う
依
頼
し
て
い
る
事
例
と
し
て
、
項
目
①
②
③
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
方
で
、
遺
言
者
と
正
教
会
の
教
会
人
が
何
ら
か
の
形
で
生
前
に
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
項
目
④
⑤
や
、
正
教
会
の
教
会
人

が
遺
雷
者
の
家
族
構
造
や
世
帯
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
項
目
⑥
⑦
は
、
典
礼
に
関
わ
ら
ず
に
俗
人
の
遺
言
書
に
正
教
会
の
教

会
人
が
関
わ
っ
て
い
る
事
例
と
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
最
後
の
項
目
⑧
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
俗
人
が
教
会
人

に
遺
贈
を
表
明
す
る
場
合
、
出
好
を
目
的
と
し
て
い
る
の
か
、
生
前
の
俗
人
と
教
会
人
の
関
係
に
も
と
づ
い
て
い
る
の
か
を
判
断
で
き
る
語
彙

が
添
え
ら
れ
て
な
い
た
め
で
あ
る
。
一
方
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
へ
の
言
及
の
仕
方
は
大
き
く
は
以
下
の
三
項
目
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
ミ
サ
・
祈
禧
の
依
頼

　
　
　
　
　
　
⑫

②
寄
進
依
頼

　
③
埋
葬
の
表
明

こ
の
ほ
か
・
ご
く
少
数
で
は
あ
る
が
・
托
鉢
寒
詣
会
士
が
・
婁
暑
に
証
人
と
し
て
署
名
し
て
い
る
事
伽
や
・
俗
人
の
婁
暑
に
よ
っ
て
遺
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

執
行
人
と
し
て
指
名
さ
れ
て
い
る
事
例
も
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
典
礼
や
腰
罪
と
の
関
わ
り
か
ら
言
及
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
俗
人
の
遺
言
書
に
お
け
る
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク
、
双
方
の
言
及
の
さ
れ
方
は
大
き
く
異
な
る
。
た
だ
し
、
遺
言
書
と
い
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う
史
料
の
性
質
上
、
俗
人
か
ら
教
会
へ
の
遺
贈
が
表
明
さ
れ
る
こ
と
は
、
第
～
義
的
に
は
遺
言
者
の
死
後
を
見
守
る
た
め
で
あ
る
と
み
る
べ
き

で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
、
教
会
が
遺
墨
者
に
対
し
て
死
後
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
を
遺
言
者
が
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
、

「
重
き
を
お
く
こ
と
」
と
考
え
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
双
方
に
言
及
し
て
い
る
遺
言
書
二
〇
通
を
分
析
し
た
。
そ
の
内
訳
は
男
性
の
遺

言
書
が
一
二
通
、
女
性
の
遺
言
書
が
八
通
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
教
会
に
対
し
て
「
重
き
が
お
か
れ
て
」
い
な
い
と
思
わ
れ
る
二
通
の

遺
言
書
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
パ
ウ
ル
ス
・
デ
・
ル
ジ
ェ
リ
オ
の
庶
子
で
あ
る
ヨ
ハ
ネ
ス
は
双
方
に
ミ
サ
を
依
頼
し
て
お
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

遺
言
書
の
文
面
か
ら
だ
け
で
は
、
ど
ち
ら
に
対
し
て
重
き
が
お
か
れ
て
い
る
の
か
を
判
断
で
き
な
い
。
次
に
、
ペ
ト
ル
ス
・
ム
ダ
ッ
ツ
ィ
オ
の

妻
エ
レ
ナ
の
遺
言
書
で
は
、
エ
レ
ナ
は
遺
言
書
の
中
で
托
鉢
修
道
会
に
対
し
て
は
埋
葬
を
、
正
教
会
に
対
し
て
は
寄
進
の
み
を
依
頼
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
一
見
し
て
托
鉢
修
道
会
に
重
心
を
お
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
し
、
エ
レ
ナ
は
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
修
道
院
に
あ
る
夫
の

棺
に
入
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
埋
葬
の
依
頼
は
夫
へ
の
配
慮
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
一
方
で
彼
女
は
実
家
で
あ
る
イ
ア
リ
ナ
家
へ

の
配
慮
の
一
環
と
し
て
、
正
教
会
に
対
し
て
寄
進
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
エ
レ
ナ
の
遺
言
書
で
は
、
教
会
へ
の
配
慮
と
家
門
へ
の
配
慮
が
密

接
に
関
連
し
て
お
り
、
エ
レ
ナ
が
夫
と
実
家
へ
の
双
方
に
対
し
て
応
分
に
配
慮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
正
教
会
と
カ
ト
リ
ッ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
ど
ち
ら
か
に
重
き
を
お
い
て
い
る
と
は
判
断
で
き
な
い
。
次
に
、
正
教
会
に
重
き
を
お
く
遺
言
書
は
、
一
三
四
〇
年
代
ま
で
に
作
成
さ
れ
た

三
通
の
遺
無
期
に
お
い
て
の
み
確
認
で
き
る
。
そ
の
う
ち
二
通
は
結
婚
持
参
金
の
分
与
に
つ
い
て
遺
言
し
て
お
り
、
正
教
会
が
排
他
的
に
遺
言

　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
関
わ
る
事
例
に
近
い
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
に
重
き
を
お
い
て
い
る
の
か
分
か
ら
な
い
事
例
や
、
正
教
会
に
重
き
を
お
い
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
事
例
は
ご
く
少
数
で
あ
る
。

　
残
り
の
一
五
通
の
遺
砂
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
托
鉢
修
遵
会
に
対
し
て
ミ
サ
・
祈
禧
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ア
ン
ト
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

ウ
ス
・
グ
レ
コ
の
遺
言
書
と
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
タ
リ
ア
ペ
ト
ラ
の
妻
、
ホ
ネ
ス
タ
の
遺
言
書
は
托
鉢
修
道
会
に
対
し
寄
進
の
み
を
表
明
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
二
通
の
遺
言
書
で
は
、
遺
言
書
の
冒
頭
で
托
鉢
修
道
会
に
言
及
し
て
お
り
、
三
托
鉢
修
道
会
の
す
べ
て
に
寄
進
依
頼
を
行
っ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
托
鉢
修
道
会
に
重
き
を
お
い
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
以
上
か
ら
こ
の
一
五
遇
の
遺
言
書
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
に
重
き
が
お
か
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れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
カ
ト
リ
ッ
ク
に
重
き
を
お
く
遺
言
書
に
お
い
て
も
、
遺
言
者
は
様
々
な
動
…
機
に
よ
っ
て
正
教
会
に
言
及
し
、
遺
贈
を

表
明
し
て
い
る
。
ま
ず
、
主
人
と
使
用
人
と
い
う
関
係
に
も
と
づ
い
て
財
産
分
与
に
近
い
形
で
遺
贈
を
行
っ
て
い
る
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

　
⑳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

き
る
。
ま
た
、
近
親
者
と
し
て
遺
贈
を
行
っ
て
い
る
事
例
や
、
地
縁
に
も
と
づ
い
て
遣
贈
し
て
い
る
事
例
を
確
認
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
例
え

ば
、
ユ
リ
ア
ヌ
ス
・
ナ
タ
ー
レ
の
遺
言
書
で
は
、
托
鉢
修
道
会
へ
の
ミ
サ
の
依
頼
と
寄
進
が
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
居
住
す
る
村
落
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

あ
る
正
教
会
、
聖
ア
ン
ナ
教
会
と
そ
の
聖
職
者
に
も
相
当
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に
は
、
知
己
で
あ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
、
寄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

進
を
行
っ
て
い
る
事
例
も
六
通
の
遺
言
書
に
お
い
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
貴
族
の
遺
雷
書
に
お
い
て
は
、
主
に
カ
ト
リ
ッ
ク
に
重
き
を

お
き
な
が
ら
も
、
生
前
の
正
教
会
と
の
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
結
び
つ
き
に
も
と
づ
い
て
、
正
教
会
に
対
し
て
も
配
慮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
言
及
す
る
貴
族
の
遺
言
書
が
多
い
中
で
、
正
教
会
に
言
及
す
る
貴
族
の
遺
言
書
も
相
当
数
認
め
ら
れ
る
、
と
い

う
第
二
節
の
分
析
結
果
と
～
致
す
る
。

①
聖
テ
ト
ス
教
会
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
俗
人
の
遺
嘱
書
一
五
七

　
通
の
う
ち
、
教
会
や
教
会
付
き
の
聖
職
者
に
対
し
て
寄
進
や
ミ
サ
の
依
頼
を
し
て

　
い
る
遺
言
害
は
一
四
通
に
と
ど
ま
る
。

②
ω
き
斤
ω
。
芦
ト
こ
§
§
黒
毛
§
§
ら
唱
．
駄
面
。
。
P

③
ζ
○
．
○
。
呂
①
芦
．
．
冨
Φ
＜
Φ
需
遠
称
評
a
。
韓
Φ
ぎ
夢
Φ
ζ
＆
ぽ
器
。
窪
昌
”

　
ぴ
Φ
σ
q
四
＝
衰
耗
菖
四
鼠
ご
器
9
α
q
Φ
ぎ
康
｛
鼠
①
馨
7
0
Φ
導
¢
曙
く
①
冨
欝
欝
Ω
簿
。
．
．
▼

　
肉
§
翁
窓
§
◎
ミ
§
滑
落
（
卜
。
0
9
ソ
唱
．
蒔
。
。
蒔
｛
’

④
鼠
塾
Φ
N
。
F
ま
甥
Φ
田
ω
§
8
巴
勲
a
ω
。
鼠
ρ
一
〇
。
三
①
兇
も
．
N
鋒

⑤
ω
■
9
。
甘
山
。
罫
3
冒
ω
①
震
。
げ
。
｛
島
Φ
＜
⑦
器
冨
p
評
三
。
或
Φ
口
辞
艮
訂
ω
山
昌
匹

　
閃
p
o
ユ
8
ω
ぎ
警
Φ
鳴
8
富
①
p
讐
○
魯
ε
受
．
．
甲
ぎ
”
男
工
鉱
の
ω
雪
8
＜
o
巳
。
Φ
し
層
”
．

　
霞
巴
①
（
a
■
ソ
ピ
。
巳
輸
し
ミ
ω
”
箸
．
ミ
ー
謬
．

⑥
こ
の
作
業
の
結
果
と
し
て
、
マ
ッ
キ
ー
は
七
九
〇
人
の
遺
言
者
の
う
ち
二
一
三

　
人
の
遺
言
者
を
貴
族
と
し
て
推
定
し
て
い
る
ζ
o
国
Φ
ρ
§
鼠
計
や
Φ
N
．

⑦
公
証
入
文
書
に
散
在
す
る
遺
言
書
を
体
系
的
に
検
討
し
て
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
の
ア
ル

　
ベ
ル
ゴ
像
を
明
ら
か
と
し
た
亀
長
洋
子
氏
も
、
遺
艶
書
を
財
産
規
模
を
あ
ら
わ
す

　
史
料
と
み
る
こ
と
に
は
慎
重
な
態
疫
を
と
る
。
亀
長
洋
子
『
中
世
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
商

　
人
の
「
家
」
ー
ア
ル
ベ
ル
ゴ
・
都
市
・
商
業
活
動
1
』
刀
水
書
房
、
二
〇
〇

　
一
年
、
三
一
七
1
｝
八
頁
。
マ
ッ
キ
ー
の
作
業
は
財
産
規
模
を
明
確
に
示
し
て
い

　
な
い
遺
愛
轡
を
無
批
判
に
切
り
捨
て
て
お
り
、
公
職
を
負
担
し
た
事
実
が
認
め
ら

　
れ
る
中
小
の
貴
族
家
門
を
排
除
し
て
い
る
。
ま
た
、
富
裕
者
を
選
別
す
る
計
算
方

　
法
と
財
産
額
の
基
準
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
点
に
も
問
題
が
あ
る
。

⑧
マ
ッ
キ
ー
の
考
察
に
つ
い
て
、
オ
コ
ン
ネ
ル
も
公
職
を
負
担
し
て
い
る
事
実
が

　
ク
レ
タ
の
貴
族
家
門
を
規
定
す
る
う
え
で
重
要
な
概
念
で
あ
る
と
す
る
考
え
方
を

　
基
本
的
に
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
貴
族
研
究
を
ク
レ
タ
に
お

　
い
て
も
応
用
す
る
考
え
方
は
、
研
究
者
の
共
通
認
識
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

　
○
．
○
○
言
①
芦
。
や
鼻
」
ワ
ミ
O
．

⑨
遺
聾
者
の
な
か
で
三
六
入
の
人
物
が
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
出
身
者
に
該
当
す
る
が
、

　
そ
の
う
ち
二
六
名
は
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
本
国
の
貴
族
家
門
名
を
持
つ
。
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⑩
こ
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
家
門
と
し
て
、
縣
㊦
《
三
口
P
悶
亀
目
げ
ρ
幻
。
甲

　
ω
P
住
Φ
閏
眸
臼
。
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑪
遺
言
轡
史
料
に
お
い
て
こ
う
し
た
入
物
が
占
め
る
割
合
は
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、

　
例
外
的
な
存
在
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

⑫
ζ
。
囚
①
⑦
v
魯
聾
”
や
ω
P

⑬
マ
ッ
キ
ー
も
こ
の
点
を
踏
ま
え
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
系
、
イ
タ
リ
ア
系
以
外
の
都

　
市
民
を
ギ
リ
シ
ア
系
都
市
民
と
し
て
定
義
す
る
方
法
を
採
用
し
て
い
る
。
奪
ミ
層

　
や
一
〇
。
。
．

⑭
遺
言
者
の
な
か
に
は
傷
⑦
≦
。
魯
け
昼
詠
じ
d
。
p
。
p
旦
傷
Φ
O
象
磐
置
q
Φ

　
℃
貯
ヨ
。
緊
㊦
な
ど
の
家
門
名
を
持
つ
人
物
が
存
在
す
る
。

⑮
カ
ト
リ
ッ
ク
聖
職
者
の
遺
言
書
で
は
、
か
つ
て
使
色
入
で
、
正
教
会
の
修
道
女

　
と
な
っ
て
い
た
女
性
に
対
し
て
遺
贈
し
て
い
る
事
例
が
あ
る
。
等
糞
直
証
雪
。
。
’

⑯
二
九
家
門
の
内
訳
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
》
く
。
銘
寅
ゆ
隻
P
じ
づ
8
8
－

　
齢
巳
P
し
σ
δ
α
q
o
α
Q
瓢
8
ρ
O
巴
①
円
σ
q
お
○
帥
鎚
く
Φ
ま
Ψ
○
窪
o
P
O
o
ヨ
巴
P
u
効
銭
巳
。
瓦
①

　
○
き
巴
ρ
α
Φ
窯
象
μ
P
牙
℃
9
ε
瓦
Φ
カ
お
9
P
串
恥
g
ず
ρ
O
魯
ρ
ρ
巴
。
巳
o
ρ

　
ρ
Φ
o
ρ
葭
菩
冨
8
ρ
冨
聞
暴
w
同
ω
三
α
Q
P
ζ
巳
p
曾
P
累
直
・
二
一
P
℃
鋤
馨
巴
Φ
P
℃
『
鼻
冒
P

　
O
巴
臨
p
ρ
8
帥
ロ
巷
r
9
詳
P
＜
霧
四
鷺
P
＜
Φ
ゆ
Φ
嵩
ρ
＜
凱
。
。
こ
の
中
で
、
O
巴
2
σ
q
汁

　
『
諏
⇒
P
℃
ご
。
鐵
器
の
三
家
門
が
ギ
リ
シ
ア
系
で
あ
る
。

⑰
留
日
。
容
亀
。
と
い
う
家
門
名
は
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
近
郊
の
ト
ル
チ
ェ
ッ
ロ
島

　
の
出
身
者
を
意
味
し
て
い
る
。

⑱
ω
き
。
菖
と
い
う
家
門
名
の
由
来
は
不
明
で
あ
る
。

⑲
遺
贈
の
理
由
と
し
て
は
「
私
の
魂
の
た
め
に
」
℃
δ
磐
ぎ
帥
日
Φ
四
と
い
う
表
現

　
が
散
見
す
る
。
し
か
し
、
教
会
に
対
し
て
寄
進
行
為
を
行
う
場
合
に
も
、
俗
入
に

　
対
し
て
遣
贈
す
る
場
合
に
も
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
た
め
、
遺
言
者
に
と
っ
て

　
購
罪
を
意
味
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
決
め
手
と
は
な
ら
な
い
。

⑳
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
し
ば
し
ば
司
祭
が
社
会
階
層
と
し
て
は
貴
族
よ
り
も
下
に

　
置
か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
奪
ミ
Ψ
≦
隆
ω
ω
。
。
り
①
ミ
．

⑳
等
ミ
曽
芝
浦
①
長
0
。
。
メ
ざ
避
こ
れ
ら
の
事
例
や
、
司
祭
が
副
署
人
と
し
て
遺
言

　
書
に
署
名
し
て
い
る
事
例
は
、
司
祭
が
証
誉
作
成
能
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
示

　
し
て
い
る
。

⑫
　
托
鉢
修
道
会
に
対
し
て
金
銭
の
み
を
遺
贈
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど

　
の
場
合
「
助
け
の
た
め
に
」
冥
。
蝕
巳
。
か
門
は
た
ら
き
の
た
め
に
」
震
。
賦
ぴ
。
－

　
鎚
お
遺
贈
が
表
明
さ
れ
て
お
り
、
正
教
会
や
俗
人
に
対
す
る
遺
贈
と
は
性
格
が
異

　
な
る
。

㊧
　
奪
ミ
甲
≦
田
b
。
①
メ

⑳
§
罫
≦
鷺
8
P
ω
。
。
ド
ま
た
、
ヘ
マ
ヌ
エ
ル
の
息
子
、
ヨ
ハ
ネ
ス
・
デ
・
ル
ジ

　
ェ
リ
オ
の
遺
言
書
に
お
い
て
、
托
鉢
修
道
会
の
教
会
人
を
遺
言
執
行
人
に
指
名
す

　
る
こ
と
に
慎
重
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ク
レ
タ
で
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の

　
教
会
人
を
遺
言
執
行
人
に
指
名
し
な
い
傾
向
が
強
く
み
と
め
ら
れ
る
。
奪
帆
餌

　
≦
臨
一
郎
ω
．

⑳
N
い
ミ
甲
芝
旺
ぬ
O
．

⑳
ミ
罫
量
質
ミ
α
．

⑳
§
罫
面
戸
一
ρ
お
㎝
・

⑱
ミ
卸
芝
臼
Φ
ω
①
．

⑳
§
み
≦
已
α
8
・

⑳
奪
算
芝
巳
器
ρ
b
。
0
ρ
9
ρ

⑳
奪
§
ヨ
臣
お
㎝
．

⑫
　
N
ミ
罫
≦
記
＆
P
マ
ッ
キ
ー
も
、
貴
族
が
居
住
地
域
に
あ
る
正
教
会
に
対
し
て

　
遺
贈
す
る
事
例
を
、
貴
族
の
遺
言
書
に
お
い
て
一
六
通
、
貴
族
と
結
婚
し
て
い
る

　
女
性
の
遺
言
誉
に
お
い
て
九
通
確
認
し
て
い
る
と
し
て
お
り
、
本
節
の
考
察
の
結

　
果
を
裏
付
け
て
い
る
。
窓
。
潤
①
ρ
魯
．
竃
計
℃
篇
O
P
ロ
9
下
り
偽
9

⑳
葦
鋳
≦
白
お
ω
w
総
⊆
。
b
圃
①
り
①
ω
ρ
①
り
ど
“
。
。
ω
．
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お
　
わ
　
り
　
に
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本
稿
に
お
け
る
考
察
に
も
と
づ
い
て
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
へ
の
修
正
点
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
第
一
章
の
考
察
の
結
果
、

カ
ト
リ
ッ
ク
と
正
教
会
の
分
立
的
な
枠
組
み
で
あ
る
二
教
会
制
は
～
三
二
〇
年
ま
で
の
、
正
教
会
の
地
位
を
め
ぐ
る
コ
ム
ー
ネ
と
カ
ト
リ
ッ
ク

と
の
論
争
の
終
着
点
で
あ
り
、
そ
の
形
成
過
程
に
お
い
て
は
世
俗
権
力
の
影
響
が
強
く
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
第
二
章
で
は
、
二
教
会
制
が
実

際
の
司
牧
を
規
定
す
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
る
高
い
蓋
然
性
が
示
さ
れ
た
。
最
後
に
、
第
三
章
に
お
い
て
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
身
分
秩
序

と
の
関
連
性
を
検
討
し
た
結
果
、
以
下
の
二
点
を
確
認
し
た
。
ま
ず
、
マ
ッ
キ
ー
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
貴
族
の
な
か
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク

に
重
き
を
お
き
な
が
ら
も
正
教
会
に
も
依
頼
・
遺
贈
す
る
事
例
が
散
見
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ク
レ
タ
の
社
会
的
実
態
が
、
二
教
会
制
の
分
離

的
な
枠
組
み
の
も
と
に
二
分
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
す
る
マ
ル
テ
ズ
の
示
唆
を
裏
付
け
て
お
り
、
貴
族
を
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
一
括
す
る
テ

ィ
リ
エ
に
対
し
て
大
き
な
疑
問
を
投
げ
か
け
た
。
ま
た
、
マ
ッ
キ
ー
が
考
察
の
対
象
と
し
て
い
な
い
都
市
民
の
中
に
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
に
排
他

的
に
遺
贈
す
る
集
団
と
、
正
教
会
に
排
他
的
に
遺
贈
す
る
集
団
の
双
方
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
都
市
民

を
概
ね
カ
ト
リ
ッ
ク
と
し
て
予
想
す
る
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
に
対
す
る
重
大
な
反
証
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ン
デ
ィ
ア
の
都
市

社
会
で
は
、
慣
習
と
生
活
言
語
を
異
に
す
る
複
数
の
集
団
が
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
集
団
は
、
必
ず
し
も
身
分
秩
序
に
し
た
が
っ
て
階

層
化
ざ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
は
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
が
予
想
し
た
よ
う
な
か

た
ち
で
、
「
強
く
」
社
会
を
規
定
す
る
枠
組
み
と
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
社
会
的
な
緊
張
の
中
で
、
な
い
し
裁
判
の
係
争
に

お
い
て
民
族
的
意
識
を
強
調
す
る
レ
ト
リ
ッ
ク
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
件
的
要
素
と
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
の

関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
課
題
と
な
る
。

　
ま
た
、
本
稿
の
考
察
は
、
都
市
社
会
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
複
合
性
を
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
の
再

考
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
モ
デ
ル
を
構
想
し
た
テ
ィ
リ
エ
の
真
意
が
、
都
市
1
1
農
村
関
係
に
「
ラ
テ
ン
人
」
「
ギ
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リ
シ
ア
人
」
の
階
層
性
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
は
ク
レ
タ
の
コ
ム
ー
ネ
の
秩
序
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
農
村
に
対
し
て
浸
透
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
と
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
次
に
、
本
稿
で

考
察
の
対
象
と
し
た
一
三
世
紀
末
か
ら
一
四
世
紀
後
半
ま
で
の
時
代
は
、
東
西
教
会
の
問
の
対
立
が
比
較
的
沈
静
化
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。

そ
の
後
、
一
四
世
紀
末
か
ら
一
五
世
紀
中
葉
に
か
け
て
東
西
教
会
の
間
の
合
同
論
争
が
再
燃
し
た
と
き
に
、
教
会
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
性
格
が
ど

の
よ
う
に
変
化
し
た
の
か
、
制
度
的
に
も
社
会
的
に
も
検
討
す
る
余
地
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
ク
レ
タ
に
お
け
る
教
会
と
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
関
係
を
再
検
討
す
る
た
め
の
作
業
は
端
緒
を
迎
え
た
に
す
ぎ
ず
、
後
考
を
期
し
た
い
。

102 （280）

【
本
稿
は
、
平
成
～
七
年
度
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
】



　　ll　risultato　dell’esame　del　precesso　dei　cenflitti　e　deUe　re1azioni　personali　tra　due

comunitb　prima　e　dopo　dell’unione　sembra　sostenere　ta｝e　ipotesi　：　le　due　comunith

avevano　dei　conftitti　intemi　e　｝e　famiglie　di　loro　esponenti　erano　legate　le　une　alle　altre

deR’aitra　comunitb，　alcuni　tra　questi　esponenti　erano　attivi　in　ambedue　comunitb　sia

come　figu｛re　di　importanza　politica　ed　ecclesiastica　che　come　proprietari　terrieri，　legati

spesso　ad’interesse　della　chiesa　di　S．Evasio　di　Casale．　La　comunanza　di　interessi　dei

dir　igenti　delle　due　comunitb　in　conflitto，　che　mostrano　g　profeo　da　aristocyazia　rurale

del　luogo，　sembra　evidente．

　　Dai　confiitti　lecali　legati　ai　conflitti　intercittadini　del　periodo　comtmale　escono　cos’i

piccoli　aristocratici　rurali　del　luogo　come　dingenti　delle　comunltb　cli　riBevo　，ma　non

cittadma．　La　comunitb　ng　ale　＜＜quasi－cittb＞＞　b　nata　e　cresciuta　emergendo　dal

processo　di　riorganizzazione　insediativa　e　sociale，　detemnato　da　ult　particolare

rapporto　tra　la　cittb　e　la　carnpagna　in　confijtto　nei　secoij　XII－XIII．

Churches　and　Cornrnunities　in　Late　Medieval　Crete

by

TAKADA　Ryota

　　As　the　result　of　the　Fourth　Crusade　in　1204，　the　Republic　of　Venlce　tool〈

possession　of　the　lsland　of　Crete，　where　Venetian　dommion　continued　for　more　than

four　and　haif　centuries，　until　the　Ottoman　Empire　conquered　the　lsland　in　1669．　This

paper　aims　at　clarifying　the　social　structure　of　Venetian　Crete．

　　F．Thiriet，　an　auth面ty　on　the　history　of　Venetian　Roman圭a，　proposed　a　social

model　for　Crete　in　his　monograph　published　in　1959．　He　proposed　that　there　would

have　existed　two　seculai’　ethnic　communities，　“Greeks”　and　“Latins，”　socially

stratified　and　composed　of　communities　of　betievers　of　two　autonomous　churches，　the

Orthodox　Church　and　the　Roman　Catholic　Church．　ln　this　paper　1　refey　to　a　secuiar

community　of　believers，　as　a　“church　community，”　and　the　framework　of　Thiriet’s

social　model　as　the　“church－community　model．”

　　Recently，　sorr｝e　scholars　have　tried　to　revise　his　social　model．　Ch．　Maltezou，　for

one，　has　criticized　the　theoretical　fr’arnework　of　the　church－community　model．　One　of

her　objections　has　been　that　the　church－cornmunity　model　lacks　an　understanding　of

the　fact漁at　bo廿i　the　Orthodox　Church　and　the　Roman　Catholic　Church　came　to　enjoy

autonomy　as　a　yesult　of　the　political　process　of　the　formation　of　the　dual　church
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system　under　the　Commune　of　Crete．　She　aJso　suggested　that　the　church－

co㎜u頂ty　model　was　femoved丘om　social　reality．　This　point　was　reinforced　by　S。

McKee，　a　social　historian，　who　verified　the　re｝ationship　between　the　church

communities　and　the　etrmic　communities，　by　a　prosopographical　study　based　on

testaments，　concluding　that　the　church－community　model　was　dubious．

　　According　to　the　cstticism　of　Maltezou　this　airticle　airr｝s　to　solve　three　problems

conceming　the　dual　church　system，　and　makes　some　modhications　to　the　church－

community　model．

　　The　first　problern　is　that　Thiriet　did　Rot　clarify　the　political　process　of　the　formation

of　the　dual　church　system．　ActuaHy，　the　atttonomy　of　the　Orthodox　Church　was

assured　by　the　Commune，　as　the　result　of　the　disputes　between　the　Roman　Catholic

Church　and　the　Commune　of　Crete　that　lasted　for　more　than　60　years　after　Pope

Clemens　IV　had　in£erveRed　in　the　problem　of　the　jurisdiction　of　the　Orthodox　Church

in　Crete　in　1260’s．

　　The　second　problem　is　that　many　scholars　have　fa“ed　to　address　the　practical

activity　of　the　clergies．　As　testators，　PaPas　（a　priest　of　Orthodox　Church）　often　left

£estaments　in　notarial　records．　1　examine　whether　the　Roman　Cathotic　Church　ever

intervened　in　these　testaments　conceiTning　the　succession　of　the　priesthood　ofPaPas，

and　the　church　administrated　by　Pmpas．

　　The　third　problem　is　that　McKee　did　not　rnal〈e　clear　whether　the　church

comrnunities　corresponded　£o　the　social　order　of　the　urban　society，　which　was

separated　into　nobles　and　cittadini　（urban　cornmoners）．　ln　fact，　the　class　of　cittadini

encompassed　the　two　church　communities，　and　many　nobles　bequeathed　to　Orthodox

Churches，　while　paying　respect　to　the　Catholic．

　　By　consideringもhese　problems，　I　have　co血med　the　fact　that　the　dual　church

system　was　defined　by　the　statutes　of　the　Commune．　And　in　this　process，　the　legal

status　of　the　church　communities　is　not　a　point　of　dispute．　This　fact　casts　doubt　on　the

ch壌ch－co㎜u証ty　mQdel癒at　uncn麺caHy睡s　the　dual　church　sys£e測th鋤e

secuiar　world．　Church　communities　did　exist　in　society，　but　did　not　correspond　with

the　social　order．　ln　this　way，　the　two　church　communities　were　we一　integrated，　and

the　ethnic　groups　hypothesized　by　the　church－communky　model　did　not　exist　legally

or　socially，　at　least，　in　the　urban　society　of　Crete　in　the　fourteenth　century．
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